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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１操作部及び第２操作部が操作されたことに基づき遊技に用いる遊技媒体の出率を変
更する遊技機において、
　前記第１操作部を覆う第１被覆位置と、前記第１操作部が露出する第１露出位置とに移
動可能な第１移動部材と、
　前記第２操作部を覆う第２被覆位置と、前記第２操作部が露出する第２露出位置とに移
動可能な第２移動部材と
を設け、
　前記第１操作部は、遊技媒体の出率を変更する場合と、遊技機を所定の異常状態から正
常状態に復帰させる場合とに操作されるものであって、前記第１移動部材に、前記第２移
動部材が前記第２露出位置側に移動することを規制する規制部を設け、前記第１移動部材
を、前記第１被覆位置から前記第１露出位置側に移動させた場合に特定位置でそれ以上の
移動が規制される構成とし、前記第２移動部材を、前記第１移動部材が前記第１被覆位置
と前記特定位置との間の規定位置にある場合に限り、前記第２露出位置側への移動が許容
される構成としたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシン等の遊技機に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　例えばスロットマシン等の遊技機においては、遊技に関する制御を行うための制御装置
が筐体内部に設けられており、当該制御装置により、当たり抽選や遊技媒体の付与に関す
る制御等が行われるようになっている。また、制御装置には、例えばビッグボーナス役等
の所定役の当選確率が異なる抽選テーブルが予め複数記憶されており、筐体内部には、当
たり抽選の際に用いる抽選テーブルを設定するための操作部が設けられている。そして、
遊技機を設置する遊技場の管理者等が操作部を操作することにより、遊技媒体の出率（使
用された遊技媒体に対する付与した遊技媒体の割合の期待値）を調整できるようになって
いる。
【０００３】
　設定されている抽選テーブルを変更する（設定変更する）場合には、先ず、筐体の前面
側を覆う前面扉を開放し、筐体内部に設けられた電源スイッチをオフ操作して電源を遮断
する。その後、第１操作部としての設定キースイッチに設定キーを挿入して設定キースイ
ッチをオン操作し、かかる状態で電源スイッチをオン操作して電源を復旧させる。そして
、第２操作部としての設定変更スイッチを操作することで所望の抽選テーブルを選択し、
スタートレバーを操作することで抽選テーブルを決定する。その後、設定キースイッチを
オフ操作する。上記操作を行うことにより、それ以降の当たり抽選が選択された抽選テー
ブルを用いて行われるようになる。
【０００４】
　かかる構成の遊技機においては、電源スイッチ，設定キースイッチ及び設定変更スイッ
チが筐体内部に設けられており、遊技場の管理者等に限って前面扉を正規に開放できるた
め、遊技場の管理者等によって設定された抽選テーブルから当該抽選テーブルより出率の
高い抽選テーブルに変更される不正を抑制することが可能となる（例えば特許文献１参照
）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１８１６２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、例えば前面扉と筐体の隙間から針金等を筐体内部に挿入し、前面扉を開
放することなく設定を変更する不正行為が考えられ、かかる不正行為は、前面扉が開放さ
れないために発見が困難であると考えられる。
【０００７】
　なお、以上の問題は、抽選テーブルを複数備えたスロットマシンに限らず、遊技機内部
に設けられた操作部を操作することで設定変更を行うことが可能な他の遊技機にも該当す
る問題である。
【０００８】
　本発明は上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、設定が不正に変更されるこ
とを好適に抑制することが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明では、第１操作部及び第２操作部が操作されたことに基づき遊技
に用いる遊技媒体の出率を変更する遊技機において、前記第１操作部を覆う第１被覆位置
と、前記第１操作部が露出する第１露出位置とに移動可能な第１移動部材と、前記第２操
作部を覆う第２被覆位置と、前記第２操作部が露出する第２露出位置とに移動可能な第２
移動部材とを設け、前記第１操作部は、遊技媒体の出率を変更する場合と、遊技機を所定
の異常状態から正常状態に復帰させる場合とに操作されるものであって、前記第１移動部
材に、前記第２移動部材が前記第２露出位置側に移動することを規制する規制部を設け、
前記第１移動部材を、前記第１被覆位置から前記第１露出位置側に移動させた場合に特定
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位置でそれ以上の移動が規制される構成とし、前記第２移動部材を、前記第１移動部材が
前記第１被覆位置と前記特定位置との間の規定位置にある場合に限り、前記第２露出位置
側への移動が許容される構成としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　設定が不正に変更されることを好適に抑制することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の遊技機を手段として区分して示し、必要に応じて効果等を示しつつ説明
する。なお以下においては、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応する構成
を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではな
い。
【００１２】
　手段１．遊技機前方に開口された筐体と、
　該筐体の開口側に開閉可能に取り付けられた扉体と
を備え、
　遊技機内部に設けられた第１操作部及び第２操作部が操作されたことに基づき遊技に用
いる遊技媒体の出率を変更する遊技機において、
　前記第１操作部を覆う第１被覆位置と、前記第１操作部が露出する第１露出位置とに移
動可能な第１移動部材と、
　前記第２操作部を覆う第２被覆位置と、前記第２操作部が露出する第２露出位置とに移
動可能な第２移動部材と
を設け、
　前記第１移動部材と前記第２移動部材の少なくとも一方に、前記第１移動部材と前記第
２移動部材の他方の移動部材が対応する露出位置側に移動することを規制する規制部を設
けたことを特徴とする遊技機。
【００１３】
　手段１によれば、第１操作部を覆う第１被覆位置に移動可能な第１移動部材と、第２操
作部を覆う第２被覆位置に移動可能な第２移動部材を設けたため、遊技機を設置する遊技
場の管理者等が出率を設定した後、各移動部材を対応する被覆位置に移動させた後に扉体
を閉鎖すれば、扉体を開放することなく前記設定が不正に変更されることを好適に抑制す
ることが可能となる。
　また、第１移動部材と第２移動部材の少なくとも一方には、他方の移動部材が対応する
露出位置側に移動することを規制する規制部が設けられている。かかる構成においては、
規制部による規制を解除しない限り、他方の移動部材を対応する露出位置側に移動させる
ことができない。故に、両操作部が不正に露出されることを困難なものとすることができ
、設定が不正に変更されることを好適に抑制することが可能となる。加えて、設定を変更
するためには、規制部による規制を解除することと、各移動部材を対応する露出位置側に
移動させることとを行う必要があるため、針金等を用いて設定を不正に変更する場合の必
要時間を長くすることが可能となり、不正行為を容易に発見することが可能となる。
　以上の結果、不正に設定が変更されることを好適に抑制することが可能となる。
【００１４】
　なお、「第１操作部（第２操作部）を覆う」とは、第１操作部（第２操作部）が操作不
可能に覆われていれば良い。以下も同じである。
【００１５】
　手段２．上記手段１において、前記第１移動部材が前記第１被覆位置から前記第１露出
位置に移動する向きと、前記第２移動部材が前記第２被覆位置から前記第２露出位置に移
動する向きとが異なるように前記第１移動部材と前記第２移動部材を取り付けたことを特
徴とする遊技機。
【００１６】
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　手段２によれば、第１移動部材が第１被覆位置から第１露出位置に移動する向きと、第
２移動部材が第２被覆位置から第２露出位置に移動する向きとが異なるように第１移動部
材と第２移動部材を取り付けたため、筐体と扉体の隙間から針金等が挿入され、一方の移
動部材が対応する露出位置側に移動するよう前記針金等により引っ張られたとしても、他
方の移動部材が対応する露出位置に移動することを防止することができる。故に、仮に扉
体を開放することなく筐体と扉体の隙間から針金等が挿入され、規制部による規制が解除
されたとしても、第１操作部と第２操作部を共に露出させることを困難なものとすること
ができ、設定が不正に変更されることを好適に抑制することが可能となる。また、針金等
を用いて両移動部材を対応する露出位置に移動させるためには、筐体と扉体の隙間から針
金等を複数挿入させ、これら針金等を異なる向きに引っ張る必要がある。故に、不正行為
を目立たせることが可能となり、不正行為を容易に発見することが可能となる。
【００１７】
　手段３．上記手段２において、前記第１移動部材と前記第２移動部材をそれぞれ回動可
能に軸支される構成とするとともに、前記第１移動部材を軸支する第１軸支部と、前記第
２移動部材を軸支する第２軸支部とを、前記第１移動部材が前記第１被覆位置から前記第
１露出位置に移動する向きと、前記第２移動部材が前記第２露出位置から前記第２被覆位
置に移動する向きとが同じ向きとなるように設けたことを特徴とする遊技機。
【００１８】
　手段３によれば、第１移動部材と第２移動部材はそれぞれ回動可能に軸支されており、
第１移動部材を軸支する第１軸支部と、第２移動部材を軸支する第２軸支部は、第１移動
部材が第１被覆位置から第１露出位置に移動する向きと、第２移動部材が第２露出位置か
ら第２被覆位置に移動する向きとが同じ向きとなるように設けられている。かかる構成と
することにより、第１移動部材と第２移動部材の取付構造を複雑化させることなく、第１
移動部材が第１被覆位置から第１露出位置に移動する向きと、第２移動部材が第２被覆位
置から第２露出位置に移動する向きとが逆向きとなるように第１移動部材と第２移動部材
を取り付けることが可能となる。
【００１９】
　手段４．上記手段２において、前記第１移動部材と前記第２移動部材をそれぞれ回動可
能に軸支される構成とするとともに、前記第１移動部材を軸支する第１軸支部と、前記第
２移動部材を軸支する第２軸支部とを、前記第１移動部材の回動中心軸線と前記第２移動
部材の回動中心軸線とが交差するように設けたことを特徴とする遊技機。
【００２０】
　手段４によれば、第１移動部材と第２移動部材はそれぞれ回動可能に軸支されており、
第１移動部材を軸支する第１軸支部と、第２移動部材を軸支する第２軸支部は、第１移動
部材の回動中心軸線と第２移動部材の回動中心軸線とが交差するように設けられている。
かかる構成とすることにより、第１移動部材と第２移動部材の取付構造を複雑化させるこ
となく、第１移動部材が第１被覆位置から第１露出位置に移動する向きと、第２移動部材
が第２被覆位置から第２露出位置に移動する向きとが異なるように第１移動部材と第２移
動部材を取り付けることが可能となる。
【００２１】
　手段５．上記手段１乃至手段４のいずれかにおいて、前記第１移動部材又は前記第２移
動部材に、他方の移動部材が対応する露出位置側に移動することを規制する規制部を設け
たことを特徴とする遊技機。
【００２２】
　手段５によれば、第１移動部材又は第２移動部材には、他方の移動部材が対応する露出
位置側に移動することを規制する規制部が設けられている。かかる構成においては、規制
部による規制を解除しない限り、規制部が設けられていない移動部材を対応する露出位置
側に移動させることができない。故に、両操作部が不正に露出されることを困難なものと
することができ、設定が不正に変更されることを好適に抑制することが可能となる。
【００２３】
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　手段６．上記手段５において、前記規制部を有する移動部材を、対応する被覆位置から
対応する露出位置側に移動させた場合に特定位置でそれ以上の移動が規制される構成とし
、前記他方の移動部材を、前記規制部を有する移動部材が対応する被覆位置と前記特定位
置との間の規定位置にある場合に限り、対応する露出位置側への移動が許容される構成と
したことを特徴とする遊技機。
【００２４】
　手段６によれば、規制部によって対応する露出位置側への移動が規制される移動部材は
、規制部を有する移動部材が規定位置にある場合に限り、前記露出位置側への移動が許容
される。かかる構成とすることにより、設定が不正に変更されることを好適に抑制するこ
とが可能となる。筐体と扉体の隙間から針金等が挿入され、規制部を有する移動部材が対
応する露出位置側に移動するよう前記針金等により引っ張られた場合、前記移動部材は規
定位置を通過し特定位置でそれ以上の移動が規制されることとなるが、前記移動部材が特
定位置にある場合、規制部が設けられていない移動部材は対応する露出位置側への移動が
規制されたままであり、当該規制部が設けられていない移動部材に覆われた操作部を露出
させることができないからである。
【００２５】
　手段７．上記手段５又は手段６において、前記第１操作部は、遊技媒体の出率を変更す
る場合と、遊技機を所定の異常状態から正常状態に復帰させる場合とに操作されるもので
あって、前記第１移動部材に前記規制部を設けたことを特徴とする遊技機。
【００２６】
　手段７によれば、第１操作部は、遊技媒体の出率を変更する場合の他に、遊技機を所定
の異常状態から正常状態に復帰させる場合にも操作される。つまり、第１操作部は、遊技
機を設置する遊技場の営業時間内に操作される可能性がある。そこで、当該第１操作部を
覆う第１被覆位置に移動可能な第１移動部材に規制部を設けることにより、第２移動部材
を移動させることなく第１移動部材を第１露出位置に移動させることが可能となり、遊技
場の管理者等が遊技機を所定の異常状態から正常状態に復帰させる際の作業が煩雑化する
ことを抑制することが可能となる。
【００２７】
　手段８．上記手段１乃至手段７のいずれかにおいて、前記第１移動部材と前記第２移動
部材の少なくとも一方に、対応する被覆位置側に付勢する付勢手段を設けたことを特徴と
する遊技機。
【００２８】
　手段８によれば、第１移動部材と第２移動部材の少なくとも一方には、対応する被覆位
置側に付勢する付勢手段が設けられている。かかる構成においては、付勢手段が設けられ
た移動部材を露出位置側に付勢しつつ操作部を操作する必要が生じるため、不正行為者は
、移動部材を対応する露出位置で維持するための針金等と、露出した操作部を操作するた
めの針金等とを挿入させる必要が生じる。故に、扉体を筐体から開放することなく設定を
変更する不正を困難なものとすることが可能となる。また、筐体と扉体の隙間からより多
くの針金等を挿入させる必要が生じるため、前記不正の発見を容易なものとすることが可
能となる。
【００２９】
　手段９．上記手段１乃至手段８のいずれかにおいて、遊技及び遊技媒体の出率に関わる
主要な制御を実行する制御基板を備え、前記制御基板に前記第１操作部と前記第２操作部
を直接搭載したことを特徴とする遊技機。
【００３０】
　手段９によれば、第１操作部と第２操作部は制御基板に直接搭載されている。かかる構
成とすることにより、制御基板と各操作部とを電気的に接続するケーブル等が不要となり
、操作部を操作するのではなく前記ケーブル等をショートさせて設定を変更する不正を防
止することが可能となる。
【００３１】
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　手段１０．上記手段９において、前記制御基板に、遊技媒体の出率と対応した設定値を
表示する設定値表示部を設けるとともに、前記扉体の前面側に、前記設定値表示部を非設
置としたことを特徴とする遊技機。
【００３２】
　手段１０によれば、制御基板には、設定値を表示する設定値表示部が設けられている一
方、扉体の前面側には、設定値表示部が設けられていない。かかる構成とすることにより
、扉体を筐体から開放することなく設定を変更する不正を困難なものとすることが可能と
なる。遊技場の管理者等は、扉体を筐体から開放することにより、設定値表示部に表示さ
れる設定値を確認しながら管理者等の望む設定値に変更することができる一方、針金等を
用いて設定を変更する不正行為者は、設定値を確認することができないため、不正行為者
の望む設定値に変更することができないからである。
【００３３】
　手段１１．上記手段１０において、前記設定値表示部を、前記第１操作部及び前記第２
操作部の近傍に配置したことを特徴とする遊技機。
【００３４】
　手段１１によれば、第１操作部及び第２操作部の近傍に設定値表示部を配置したため、
遊技場の管理者等は設定値表示部を視認しつつ第１操作部及び第２操作部を視認すること
が可能となる。故に、設定値を変更する際の作業を容易なものとすることが可能となる。
【００３５】
　手段１２．上記手段１０において、前記制御基板の一側部に、前記第１操作部、前記第
２操作部及び前記設定値表示部を集約配置したことを特徴とする遊技機。
【００３６】
　手段１２によれば、第１操作部、第２操作部及び設定値表示部を制御基板に集約配置し
たため、遊技場の管理者等は設定値表示部を視認しつつ第１操作部及び第２操作部を視認
することが可能となる。故に、設定値を変更する際の作業を容易なものとすることが可能
となる。また、制御基板の一側部に集約配置したため、設定変更に関わる上記各部材を制
御基板に直接搭載したとしても、ＣＰＵ等の電子部品の配置に関する設計自由度が低下す
ることを抑制することが可能となる。
【００３７】
　手段１３．上記手段１０乃至手段１２のいずれかにおいて、前記制御基板を前記筐体内
の後部に配置したことを特徴とする遊技機。
【００３８】
　手段１３によれば、制御基板は筐体内の後部に配置されている。かかる構成とすること
により、筐体の前端部すなわち筐体と扉体の隙間から両操作部までの距離を長くすること
が可能となり、針金等を用いて両操作部を操作することを困難なものとすることが可能と
なる。
【００３９】
　手段１４．上記手段１乃至手段１３のいずれかにおいて、前記各移動部材が対応する被
覆位置に位置する場合に、前記第１移動部材と前記第２移動部材が近接するよう前記各操
作部及び前記各移動部材を配置したことを特徴とする遊技機。
【００４０】
　手段１４によれば、各移動部材が対応する被覆位置に位置する場合に第１移動部材と第
２移動部材が近接するよう各操作部及び各移動部材を配置したため、遊技場の管理者等が
出率を設定する際の作業、すなわち正規に出率を設定する際の作業が煩雑化することを抑
制することが可能となる。
【００４１】
　手段１５．上記手段１乃至手段１４のいずれかにおいて、前記第１操作部及び前記第２
操作部を、前記筐体から前記扉体が開放されるとともに少なくとも前記各移動部材が対応
する露出位置に移動された場合、遊技機前方から視認可能となる位置に設けたことを特徴
とする遊技機。
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【００４２】
　手段１５によれば、第１操作部及び第２操作部は、筐体から扉体が開放されるとともに
少なくとも各移動部材が対応する露出位置に移動された場合、遊技機前方から視認可能と
なる位置に設けられている。筐体から扉体が開放された場合に遊技機前方から視認可能と
なる位置に第１操作部及び第２操作部が設けられた構成においては、遊技場の管理者等が
出率を設定する際に各操作部を容易に操作することができる一方、筐体と扉体の隙間から
針金等が挿入された場合、前記針金等を用いて容易に各操作部が操作される可能性が懸念
される。しかしながら、上記手段１乃至手段１４のいずれかの構成を適用することにより
、上記懸念を好適に解消することが可能となる。
【００４３】
　なお、各移動部材を透明な合成樹脂材料等により形成した構成においては、筐体から扉
体が開放されるとともに各移動部材が対応する露出位置に移動された場合に限らず、筐体
から扉体が開放された場合にも各操作部が視認可能となる。
【００４４】
　手段１６．第１操作部及び第２操作部が操作されたことに基づき遊技に用いる遊技媒体
の出率を変更する遊技機において、
　前記第１操作部を覆う第１被覆位置と、前記第１操作部が露出する第１露出位置とに移
動可能な第１移動部材と、
　前記第２操作部を覆う第２被覆位置と、前記第２操作部が露出する第２露出位置とに移
動可能な第２移動部材と
を設け、
　前記第１移動部材と前記第２移動部材の少なくとも一方に、前記第１移動部材と前記第
２移動部材の他方の移動部材が対応する露出位置側に移動することを規制する規制部を設
けたことを特徴とする遊技機。
【００４５】
　手段１６によれば、第１操作部を覆う第１被覆位置に移動可能な第１移動部材と、第２
操作部を覆う第２被覆位置に移動可能な第２移動部材を設けたため、遊技機を設置する遊
技場の管理者等が出率を設定した後、各移動部材が対応する被覆位置に移動していれば、
前記設定が不正に変更されることを好適に抑制することが可能となる。
【００４６】
　また、第１移動部材と第２移動部材の少なくとも一方には、他方の移動部材が対応する
露出位置側に移動することを規制する規制部が設けられている。かかる構成においては、
規制部による規制を解除しない限り、他方の移動部材を対応する露出位置側に移動させる
ことができない。故に、両操作部が不正に露出されることを困難なものとすることができ
、設定が不正に変更されることを好適に抑制することが可能となる。加えて、設定を変更
するためには、規制部による規制を解除することと、各移動部材を対応する露出位置側に
移動させることとを行う必要があるため、針金等を用いて設定を不正に変更する場合の必
要時間を長くすることが可能となり、不正行為を容易に発見することが可能となる。
【００４７】
　以上の結果、不正に設定が変更されることを好適に抑制することが可能となる。
【００４８】
　以下、遊技機の一種である回胴式遊技機、具体的にはスロットマシンに適用した場合の
一実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はスロットマシン１０の正面図、
図２はスロットマシン１０の前面扉１２を閉じた状態の斜視図、図３はスロットマシン１
０の前面扉１２を開いた状態の斜視図、図４は前面扉１２の背面図、図５は筐体１１の正
面図である。
【００４９】
　図１～図５に示すように、スロットマシン１０は、その外殻を形成する筐体１１を備え
ている。筐体１１は、天板１１ａ，底板１１ｂ，背板１１ｃ，左側板１１ｄ及び右側板１
１ｅからなり、全体として前面を開放した箱状に形成されている。
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【００５０】
　筐体１１の前面側には、前面扉１２が開閉可能に取り付けられている。すなわち、筐体
１１には、その正面から見て左側部に上下一対の支軸１３ａ，１３ｂが設けられており、
前面扉１２には、各支軸１３ａ，１３ｂと対応する位置に軸受部１４ａ，１４ｂが設けら
れている。そして、各軸受部１４ａ，１４ｂに各支軸１３ａ，１３ｂが挿入された状態で
は、前面扉１２が筐体１１に対して両支軸１３ａ，１３ｂを結ぶ上下方向へ延びる開閉軸
線を中心として回動可能に支持され、前面扉１２の回動によって筐体１１の前面開放側を
開放したり閉鎖したりすることができるようになっている。また、前面扉１２は、その裏
面に設けられた施錠装置２０によって開放不能な施錠状態とされる。前面扉１２の右端側
上部には、施錠装置２０と一体化されたキーシリンダ２１が設けられており、キーシリン
ダ２１に対する所定のキー操作によって前記施錠状態が解除されるように構成されている
。
【００５１】
　前面扉１２の中央部上寄りには、遊技者に遊技状態を報知する遊技パネル２５が設けら
れている。遊技パネル２５には、縦長の３つの表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒが横並びに
形成されており、各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを通じてスロットマシン１０の内部が
視認可能な状態となっている。なお、各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを１つにまとめて
共通の表示窓としてもよい。
【００５２】
　図３に示すように、筐体１１は仕切り板３０によりその内部が上下２分割されており、
仕切り板３０の上部には、可変表示手段を構成するリールユニット３１が取り付けられて
いる。リールユニット３１は、円筒状（円環状）にそれぞれ形成された左リール３２Ｌ，
中リール３２Ｍ，右リール３２Ｒを備えている。各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒは、そ
の中心軸線が当該リールの回転軸線となるように回転可能に支持されている。各リール３
２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転軸線は略水平方向に延びる同一軸線上に配設され、それぞれ
のリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒと１対１で対応して
いる。したがって、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの表面の一部はそれぞれ対応する表
示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを通じて視認可能な状態となっている。また、リール３２Ｌ
，３２Ｍ，３２Ｒが正回転すると、各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを通じてリール３２
Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの表面は上から下へ向かって移動しているかのように映し出される。
【００５３】
　ここで、リールユニット３１の構成を簡単に説明する。
【００５４】
　各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒは、それぞれがステッピングモータに連結されており
、各ステッピングモータの駆動により各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが個別に、すなわ
ちそれぞれ独立して回転駆動し得る構成となっている。ステッピングモータは、例えば５
０４パルスの駆動信号（以下、励磁パルスとも言う。）を与えることにより１回転される
ように設定されており、この励磁パルスによってステッピングモータの回転位置、すなわ
ちリールの回転位置が制御される。また、リールユニット３１には、リールが１回転した
ことを検出するためのリールインデックスセンサが各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒに設
置されている。そして、リールインデックスセンサからは、リールが１回転したことを検
出した場合、その検出の都度、後述する主制御装置１０１に検出信号が出力されるように
なっている。このため主制御装置１０１は、リールインデックスセンサの検出信号と、当
該検出信号が入力されるまでに出力した励磁パルス数とに基づいて、各リール３２Ｌ，３
２Ｍ，３２Ｒの角度位置を１回転毎に確認するとともに補正することができる。
【００５５】
　各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの外周面には、その長辺方向（周回方向）に、識別情
報としての図柄が複数個描かれている。より具体的には、２１個の図柄が等間隔に描かれ
ている。このため、所定の位置においてある図柄を次の図柄へ切り替えるには、２４パル
ス（＝５０４パルス÷２１図柄）の励磁パルスの出力を要する。また、主制御装置１０１
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は、リールインデックスセンサの検出信号が入力されてから出力した励磁パルス数により
、表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒから視認可能な状態となっている図柄を把握したり、表
示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒから視認可能な位置に所定の図柄を停止させたりする制御を
行うことができる。
【００５６】
　各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒは、対応するリールに付された２１個の図柄のうち図
柄全体を視認可能となる図柄が３個となるように形成されている。このため、各リール３
２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒがすべて停止している状態では、３×３＝９個の図柄が表示窓２６
Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを介して視認可能な状態となる。本スロットマシン１０では、これら
９個の図柄が視認可能となる各位置を結ぶようにして、横方向へ平行に３本、斜め方向へ
たすき掛けに２本、計５本の組合せラインが設定されている。そして、有効化された組合
せライン、すなわち有効ライン上に図柄が所定の組合せで停止した場合には、入賞成立と
して、遊技媒体たるメダルが所定数払い出される特典が付与されたり、ビッグボーナス（
以下、「ＢＢ」とも言う）状態等に遊技状態が移行される特典が付与されたりするように
なっている。
【００５７】
　遊技パネル２５の下方左側には、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転を開始させる
ために操作されるスタートレバー４１が設けられている。スタートレバー４１はリール３
２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒを回転開始、すなわち図柄の可変表示を開始させるべく操作される
開始操作手段又は始動操作手段を構成する。所定数のメダルが投入されている状態でスタ
ートレバー４１を操作された場合、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが回転を開始するよ
うになっている。
【００５８】
　スタートレバー４１の右側には、回転している各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒを個別
に停止させるために操作されるボタン状のストップスイッチ４２～４４が設けられている
。各ストップスイッチ４２～４４は、停止対象となるリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒに対
応する表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒの直下にそれぞれ配置されている。すなわち、左ス
トップスイッチ４２が操作された場合には左リール３２Ｌの回転が停止し、中ストップス
イッチ４３が操作された場合には中リール３２Ｍの回転が停止し、右ストップスイッチ４
４が操作された場合には右リール３２Ｒの回転が停止する。ストップスイッチ４２～４４
はリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転に基づく図柄の可変表示を停止させるべく操作さ
れる停止操作手段を構成する。
【００５９】
　表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒの下方右側には、メダルを投入するためのメダル投入口
４５が設けられている。メダル投入口４５は遊技媒体を入力する入力手段を構成する。ま
た、メダル投入口４５が遊技者によりメダルを直接投入するという動作を伴う点に着目す
れば、遊技媒体を直接入力する直接入力手段を構成するものとも言える。
【００６０】
　メダル投入口４５から投入されたメダルは、前面扉１２の背面に設けられた通路切替手
段としてのセレクタ４６によって貯留用通路４７か排出用通路４８のいずれかへ導かれる
。より詳しくは、セレクタ４６にはメダル通路切替ソレノイド４６ａが設けられており、
そのメダル通路切替ソレノイド４６ａの非励磁時にはメダルが排出用通路４８側に導かれ
、前記メダル通路切替ソレノイド４６ａの励磁時にはメダルが貯留用通路４７側に導かれ
るようになっている。貯留用通路４７に導かれたメダルは、筐体１１の内部に収納された
ホッパ装置５１へと導かれる。一方、排出用通路４８に導かれたメダルは、前面扉１２の
前面下部に設けられたメダル排出口４９からメダル受け皿５０へと導かれ、遊技者に返還
される。
【００６１】
　ホッパ装置５１は、メダルを貯留する貯留タンク５２と、メダルを遊技者に払い出す払
出装置５３とより構成されている。払出装置５３は、図示しないメダル払出用回転板を回
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転させることにより、排出用通路４８に設けられた開口４８ａへメダルを排出し、排出用
通路４８を介してメダル受け皿５０へメダルを払い出すようになっている。また、ホッパ
装置５１の右方には、貯留タンク５２内に所定量以上のメダルが貯留されることを回避す
るための予備タンク５４が設けられている。ホッパ装置５１の貯留タンク５２内部には、
この貯留タンク５２から予備タンク５４へとメダルを排出する誘導プレート５２ａが設け
られている。したがって、誘導プレート５２ａが設けられた高さ以上にメダルが貯留され
た場合、かかるメダルが予備タンク５４に貯留されることとなる。
【００６２】
　メダル投入口４５の下方には、ボタン状の返却スイッチ５５が設けられている。メダル
投入口４５に投入されたメダルがセレクタ４６内に詰まった状況下で返却スイッチ５５を
操作された場合、セレクタ４６が機械的に連動して動作され、当該セレクタ４６内に詰ま
ったメダルがメダル排出口４９から返却されるようになっている。
【００６３】
　表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒの下方左側には、遊技媒体としてのクレジットされた仮
想メダルを一度に３枚投入するための第１クレジット投入スイッチ５６が設けられている
。また、第１クレジット投入スイッチ５６の左方には、第２クレジット投入スイッチ５７
と、第３クレジット投入スイッチ５８とが設けられている。第２クレジット投入スイッチ
５７は仮想メダルを一度に２枚投入するためのものであり、第３クレジット投入スイッチ
５８は仮想メダルを１枚投入するためのものである。各クレジット投入スイッチ５６～５
８は前記メダル投入口４５とともに遊技媒体を入力する入力手段を構成する。また、メダ
ル投入口４５が遊技者によりメダルを直接投入するという動作を伴うのに対し、各クレジ
ット投入スイッチ５６～５８は貯留記憶に基づく仮想メダルの投入という動作を伴うに過
ぎない点に着目すれば、遊技媒体を間接入力する間接入力手段を構成するものとも言える
。
【００６４】
　スタートレバー４１の左方には、精算スイッチ５９が設けられている。すなわち、本ス
ロットマシン１０では、所定の最大値（メダル５０枚分）となるまでの余剰の投入メダル
や入賞時の払出メダルを仮想メダルとして貯留記憶するクレジット機能を有しており、仮
想メダルが貯留記憶されている状況下で精算スイッチ５９を操作された場合、仮想メダル
が現実のメダルとしてメダル排出口４９から払い出されるようになっている。この場合、
クレジットされた仮想メダルを現実のメダルとして払い出すという機能に着目すれば、精
算スイッチ５９は貯留記憶された遊技媒体を実際に払い出すための精算操作手段を構成す
るものとも言える。
【００６５】
　遊技パネル２５の表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒ下方には、クレジットされている仮想
メダル数を表示するクレジット表示部６０と、ＢＢ状態が終了するまでに払い出される残
りのメダル数を表示する残払出枚数表示部６１と、入賞成立時に払い出したメダルの枚数
を表示する払出枚数表示部６２とがそれぞれ設けられている。これら表示部６０～６２は
７セグメント表示器によって構成されているが、液晶表示器等によって代替することは当
然可能である。
【００６６】
　前面扉１２の上部には、遊技の進行に伴い点灯したり点滅したりする上部ランプ６３と
、遊技の進行に伴い種々の効果音を鳴らしたり、遊技者に遊技状態を報知したりする左右
一対のスピーカ６４と、遊技者に各種情報を与える補助表示部６５とが設けられている。
補助表示部１５の背面には、上部ランプ６３やスピーカ６４、補助表示部６５を駆動させ
るための表示制御装置８１が設けられている。
【００６７】
　筐体１１の内部においてホッパ装置５１の左方には、電源ボックス７０が設けられてい
る。電源ボックス７０は、その内部に電源装置９１を収容するとともに、電源スイッチ７
１を備えている。電源スイッチ７１は、主制御装置１０１を始めとする各部に電源を供給
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するための起動スイッチである。
【００６８】
　リールユニット３１の上方には、主制御装置ユニット１００が取り付けられている。主
制御装置ユニット１００は、遊技を統括管理する主制御装置１０１と、主制御装置１０１
を搭載する台座装置１５１とを備えている。台座装置１５１は、筐体１１の背板１１ｃに
取付固定されており、当該台座装置１５１の前面側に主制御装置１０１が搭載されている
。つまり、主制御装置１０１は、筐体１１内部において上部奥側に配置されている。
【００６９】
　ここで、主制御装置１０１の構成を、図６～図９に基づいて説明する。図６は主制御装
置１０１の正面図、図７は主制御装置１０１の斜視図、図８は第１蓋部材１３２及び第２
蓋部材１４２を開放した状態を示す要部拡大図、図９は主制御装置１０１のＡ－Ａ線断面
図である。なお、以下では、主制御装置１０１がスロットマシン１０に取り付けられた状
態（図５参照）を基準として、上下左右等の方向を特定することとする。
【００７０】
　主制御装置１０１は、制御基板としての主基板１０２が基板ボックス１１０に収容され
て構成されている。
【００７１】
　主基板１０２は横長矩形状のプリント基板であって、その表面には、ＣＰＵやＲＯＭ等
を備えたＩＣチップの他に、被コネクタ受け部としてのソケット１０３等が搭載されてい
る。ソケット１０３には、リールユニット３１等の他の装置と接続されたケーブルコネク
タ（図示略）や、スタートレバー４１の操作を検出するスタート検出センサ、ストップス
イッチ４２～４４の操作を個別に検出するストップ検出センサ等の各種センサが接続され
るようになっており、主基板１０２は、これらセンサからの入力結果に基づいて各リール
３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転及び停止やメダルの払出等の制御を実行する。
【００７２】
　主基板１０２の前面側右部には、図８及び図９に示すように、リセットスイッチ１０４
と設定キースイッチ１０５が直付け実装されている。リセットスイッチ１０４は、主基板
１０２にカシメ固定されるベース部１０４ａと、該ベース部１０４ａの先端部に直立形成
された円筒状の胴部１０４ｂと、胴部１０４ｂの先端側に設けられるとともに胴部１０４
ｂより大きな外径を有する円筒状の操作部１０４ｃとを有しており、スロットマシン１０
をエラー状態から復帰させる場合や、スロットマシン１０の設定値（役の当選確率）を変
更する場合に押し操作されるスイッチである。設定キースイッチ１０５は、主基板１０２
にカシメ固定されるベース部１０５ａと、設定キーが挿入されるキーシリンダ部１０５ｂ
とを有しており、設定値を変更する場合や設定値を確認する場合に操作されるスイッチで
ある。キーシリンダ部１０５ｂの先端面には設定キー挿入孔１０５ｃが設けられており、
ホール管理者等が設定キーを挿入してＯＮ側に回動操作（ＯＮ操作）することにより、ス
ロットマシン１０の設定値を変更したりそのときの設定値を確認したりすることができる
ようになっている。主基板１０２の前面側右下部には、設定キースイッチ１０５がＯＮ操
作された場合に設定値を表示する設定表示部１０６が直付け実装されている。なお、本実
施の形態では、設定表示部１０６として７セグメント表示器を用いているが、液晶表示器
等によって代替することは当然可能である。このように、主基板１０２の一側部には、設
定値の変更に関わるリセットスイッチ１０４，設定キースイッチ１０５及び設定表示部１
０６が集約配置されている。さらにいうと、前面扉１２は筐体１１の左側部の開閉軸線を
中心として回動可能に支持されており、リセットスイッチ１０４，設定キースイッチ１０
５及び設定表示部１０６は、主基板１０２の右部すなわち前面扉１２の開放端側に設けら
れているため、ホール管理者等が設定値の変更等を容易に行うことができる。
【００７３】
　基板ボックス１１０は、主基板１０２を前面側から覆うボックスカバー１１１と、主基
板１０２を後面側から覆うボックスケース１１２とを備えている。
【００７４】
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　ボックスカバー１１１は、透明な合成樹脂材料によって形成されており、主基板１０２
のＩＣチップ等を収容するための収容部１１３を有している。収容部１１３は、ボックス
ケース１１２側に開放された横長矩形の箱状に形成されており、その右側下部には、ボッ
クスケース１１２側に凹む第１凹部１１４と第２凹部１１５が階段状に形成されている。
第２凹部１１５には、主制御装置１０１を台座装置１５１に固定するためのネジ孔１１５
ａが形成されている。両凹部１１４，１１５の上方には、リセットスイッチ収容部１３１
と設定キースイッチ収容部１４１が、上下に隣接して形成されている。リセットスイッチ
収容部１３１には、透明な合成樹脂材料によって形成された第１蓋部材１３２が回動可能
に軸支されており、設定キースイッチ収容部１４１には、透明な合成樹脂材料によって形
成された第２蓋部材１４２が回動可能に軸支されている。収容部１１３の開放端側の周縁
部には、収容部１１３から外方に向かって延びる延出部１１６が形成されている。延出部
１１６には、主基板１０２のソケット１０３と対応する位置に、当該ソケット１０３を挿
通するための挿通孔１１７が形成されている。本スロットマシン１０では、ボックスカバ
ー１１１，第１蓋部材１３２及び第２蓋部材１４２は透明な合成樹脂材料によって形成さ
れているため、主基板１０２に搭載されたリセットスイッチ１０４，設定キースイッチ１
０５及び設定表示部１０６等がボックスカバー１１１を介して視認できるようになってい
る。
【００７５】
　ボックスケース１１２は、透明な合成樹脂材料によってボックスカバー１１１側に開放
された横長矩形の箱状に形成されている。
【００７６】
　ボックスカバー１１１及びボックスケース１１２の上部には、前後に貫通する横長矩形
の第１開口孔部１１８及び第２開口孔部１１９が左右に並ぶように形成されている。第１
開口孔部１１８の中央左部及び第２開口孔部１１９の中央右部には、基板ボックス１１０
を封印するための第１封印部材１２０が、ボックスカバー１１１とボックスケース１１２
のそれぞれに設けられている。封印について簡単に説明すると、ボックスカバー１１１及
びボックスケース１１２の第１封印部材１２０に封印ピンが挿入された場合、ボックスベ
ース１１１とボックスカバー１１２とが開放不能に結合されるようになっている。そして
、主基板１０２を基板ボックス１１０から取り出す場合には、封印ピンの挿入された第１
封印部材１２０をボックスカバー１１１及びボックスケース１１２から切断することによ
り、ボックスベース１１１とボックスカバー１１２の結合状態を解除する。つまり、主基
板１０２を基板ボックス１１０から取り出した場合には、第１封印部材１２０の切断され
た痕跡がボックスベース１１１及びボックスカバー１１２に残ることとなる。故に、基板
ボックス１１０の開放を行った旨の履歴をホール側で残しておけば、基板ボックス１１０
を確認することで不正な開放が行われた旨を容易に発見することができる。ボックスケー
ス１１２の第１開口孔部１１８及び第２開口孔部１１９には、主制御装置１０１を台座装
置１５１に封印するための第２封印部材１２１が、それぞれ２つずつ設けられている。
【００７７】
　ここで、ボックスカバー１１１に設けられたリセットスイッチ収容部１３１，設定キー
スイッチ収容部１４１及び両蓋部材１３２，１４２の構成についてより詳細に説明する。
【００７８】
　リセットスイッチ収容部１３１は、主基板１０２と平行に延びる底板部１３３を有し、
該底板部１３３のリセットスイッチ１０４と対応する位置には、リセットスイッチ１０４
の操作部１０４ｃより若干大きな外径を有する開口孔１３３ａが形成されている。そして
、図９に示すように、主基板１０２が基板ボックス１１０に収容された状態では、操作部
１０４ｃが底板部１３３より前方に突出するようになっている。開口孔１３３ａの外周縁
部には、リセットスイッチ１０４の周囲を覆うようにして、円筒状の被覆壁部１３４が形
成されている。被覆壁部１３４は、底板部１３３から前方に突出するとともにその先端が
リセットスイッチ１０４の操作部１０４ｃ先端より若干後方位置となる前後寸法を有する
第１被覆壁部１３４ａと、底板部１３３から後方に突出するとともにその先端がリセット
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スイッチ１０４の胴部１０４ｂ中央位置となる前後寸法を有する第２被覆壁部１３４ｂと
、より構成されている。さらにいうと、第２被覆壁部１３４ｂは、リセットスイッチ１０
４の操作部１０４ｃが押し操作された場合に当該操作部１０４ｃの先端より第２被覆壁部
１３４ｂの後端が後方位置となる前後寸法を有している。
【００７９】
　また、リセットスイッチ収容部１３１は、底板部１３３の周縁部から前方に直立形成さ
れた矩形枠状の壁部１３５を有している。壁部１３５は、その先端がリセットスイッチ１
０４の操作部１０４ｃ先端より前方位置となる前後寸法を有している。壁部１３５のうち
上側壁部及び下側壁部には、リセットスイッチ１０４側すなわちリセットスイッチ収容部
１３１の内側に、複数の補強リブ１３６が形成されている。補強リブ１３６は、底板部１
３３から対応する壁部に沿って形成されており、前記壁部より若干短い前後寸法を有して
いる。より詳しくは、補強リブ１３６の前後寸法は、対応する壁部の前後寸法から第１蓋
部材１３２の厚さ寸法を減じたものとなっている。壁部１３５のうち右側壁部には、中央
部に凹部が形成されており、当該凹部を挟むようにして上下一対の軸受部１３７ａ，１３
７ｂが形成されている。また、被覆壁部１３４の右方には、前記凹部と対応する位置に、
針金等を凹部からリセットスイッチ収容部１３１内に挿入されることを防止するための遮
蔽壁部１３８が形成されている。壁部１３５のうち左側壁部は、周囲の壁部と比して前後
寸法が短く形成されている。具体的には、左側壁部の前後寸法は、周囲の壁部の前後寸法
から第１蓋部材１３２の厚さ寸法を減じたもの、すなわち補強リブ１３６の前後寸法と等
しいものとなっている。
【００８０】
　リセットスイッチ収容部１３１の前面側には、第１蓋部材１３２が回動可能に取り付け
られている。第１蓋部材１３２は、透明な合成樹脂材料によって形成されており、横長矩
形の平板状に形成された本体部１３２ａと、本体部１３２ａの一側部に形成された上下一
対の支軸１３２ｂ，１３２ｃとを有している。そして、各軸受部１３７ａ，１３７ｂに各
支軸１３２ｂ，１３２ｃが挿入された状態では、第１蓋部材１３２がリセットスイッチ収
容部１３１に対して両支軸１３２ｂ，１３２ｃを結ぶ上下方向へ延びる開閉軸線を中心と
して左右方向に回動可能に支持され、第１蓋部材１３２の回動によってリセットスイッチ
収容部１３１の前面開放側を開放したり閉鎖したりすることができるようになっている。
かかる構成においては、第１蓋部材１３２が図６に示す閉鎖位置にある場合に、第１蓋部
材１３２によってリセットスイッチ１０４の前面側が覆われ、第１蓋部材１３２が図８に
示す開放位置にある場合に、リセットスイッチ１０４が露出することとなる。また、第１
蓋部材１３２が閉鎖位置にある場合には、第１蓋部材１３２の本体部１３２ａ後面がリセ
ットスイッチ収容部１３１の補強リブ１３６先端面及び左側壁部の先端面と当接し、本体
部１３２ａの前面と上側壁部及び下側壁部の先端面とが同一平面に位置するようになって
いる。第１蓋部材１３２の本体部１３２ａ後面には、支軸１３２ｂ，１３２ｃ側に開口す
るコ字状の遮蔽リブ１３２ｄが形成されている。遮蔽リブ１３２ｄは、第１蓋部材１３２
が閉鎖位置にある場合に、リセットスイッチ収容部１３１の補強リブ１３６より内側であ
って、上下方向における補強リブ１３６のリセットスイッチ１０４と対向する側面と当接
する位置に形成されている。また、第１蓋部材１３２の下側の支軸１３２ｃと右側壁部の
下側の軸受部１３７ｂとには、第１蓋部材１３２を閉鎖位置側に付勢するコイルバネ１３
９が設けられている。
【００８１】
　設定キースイッチ収容部１４１は、主基板１０２と平行に延びる底板部１４３を有し、
該底板部１４３の設定キースイッチ１０５と対応する位置には、設定キースイッチ１０５
のキーシリンダ部１０５ｂより若干大きな外径を有する開口孔１４３ａが形成されている
。そして、図９に示すように、主基板１０２が基板ボックス１１０に収容された状態では
、キーシリンダ部１０５ｂが底板部１４３より前方に突出するようになっている。開口孔
１４３ａの外周縁部には、底板部１４３から後方に突出する円筒状の被覆壁部１４４が形
成されている。被覆壁部１４４は、その先端が設定キースイッチ１０５のベース部１０５
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ａ先端と近接する前後寸法を有している。このように、設定キースイッチ収容部１４１に
は、リセットスイッチ収容部１３１と異なり、底板部１４３から前方に突出する被覆壁部
を設けていない。
【００８２】
　また、設定キースイッチ収容部１４１は、底板部１４３の周縁部から前方に直立形成さ
れた矩形枠状の壁部１４５を有している。壁部１４５は、その先端が設定キースイッチ１
０５の先端より前方位置となる前後寸法を有している。また、本実施の形態では、リセッ
トスイッチ収容部１３１の下側壁部を設定キースイッチ収容部１４１の上側壁部として共
通使用することにより、リセットスイッチ１０４，設定キースイッチ１０５，リセットス
イッチ収容部１３１及び設定キースイッチ収容部１４１を集約配置している。壁部１４５
のうち上側壁部及び下側壁部には、設定キースイッチ１０５側すなわち設定キースイッチ
収容部１４１の内側に、複数の補強リブ１４６が形成されている。補強リブ１４６は、底
板部１４３から対応する壁部に沿って形成されており、前記壁部より若干短い前後寸法を
有している。より詳しくは、補強リブ１４６の前後寸法は、前記壁部の前後寸法から第２
蓋部材１４２の厚さ寸法を減じたものとなっている。壁部１４５のうち左側壁部には、中
央部に凹部が形成されており、当該凹部を挟むようにして上下一対の軸受部１４７ａ，１
４７ｂが形成されている。また、設定キースイッチ１０５の左方には、前記凹部と対応す
る位置に、針金等を凹部から設定キースイッチ収容部１４１内に挿入されることを防止す
るための遮蔽壁部１４８が形成されている。壁部１４５のうち右側壁部は、周囲の壁部と
比して前後寸法が短く形成されている。具体的には、右側壁部の前後寸法は、周囲の壁部
の前後寸法から第２蓋部材１４２の厚さ寸法を減じたもの、すなわち補強リブ１４６の前
後寸法と等しいものとなっている。
【００８３】
　設定キースイッチ収容部１４１の前面側には、第２蓋部材１４２が回動可能に取り付け
られている。第２蓋部材１４２は、透明な合成樹脂材料によって形成されており、横長矩
形の平板状に形成された本体部１４２ａと、本体部１４２ａの一側部に形成された上下一
対の支軸１４２ｂ，１４２ｃとを有している。そして、各軸受部１４７ａ，１４７ｂに各
支軸１４２ｂ，１４２ｃが挿入された状態では、第２蓋部材１４２が設定キースイッチ収
容部１４１に対して両支軸１４２ｂ，１４２ｃを結ぶ上下方向へ延びる開閉軸線を中心と
して左右方向に回動可能に支持され、第２蓋部材１４２の回動によって設定キースイッチ
収容部１４１の前面開放側を開放したり閉鎖したりすることができるようになっている。
かかる構成においては、第２蓋部材１４２が図６に示す閉鎖位置にある場合に、第２蓋部
材１４２によって設定キースイッチ１０５の前面側が覆われ、第２蓋部材１４２が図８に
示す開放位置にある場合に、設定キースイッチ１０５が露出することとなる。また、第２
蓋部材１４２が閉鎖位置にある場合には、第２蓋部材１４２の本体部１４２ａ後面が設定
キースイッチ収容部１４１の補強リブ１４６先端面及び右側壁部の先端面と当接し、本体
部１４２ａの前面と上側壁部及び下側壁部の先端面とが同一平面に位置するようになって
いる。第２蓋部材１４２の本体部１４２ａ後面には、支軸１４２ｂ，１４２ｃ側に開口す
るコ字状の遮蔽リブ１４２ｄが形成されている。遮蔽リブ１４２ｄは、第２蓋部材１４２
が閉鎖位置にある場合に、設定キースイッチ収容部１０５の補強リブ１４６より内側であ
って、上下方向における補強リブ１４６の設定キースイッチ１０５と対向する側面と当接
する位置に形成されている。また、第２蓋部材１４２の上側の支軸１４２ｂと左側壁部の
上側の軸受部１４７ａとには、第２蓋部材１４２を閉鎖位置側に付勢するコイルバネ１４
９が設けられている。
【００８４】
　次に、ホール管理者等が設定値を変更する際の具体的な作業について説明する。
【００８５】
　設定値を変更する場合には、先ず前面扉１２を筐体１１から開放し、電源が投入されて
いる場合には電源スイッチ７１をＯＦＦ操作して電源を遮断する。その後、第２蓋部材１
４２を閉鎖位置から左向きに回動させて開放位置に移動させ、設定キースイッチ１０５を



(15) JP 5196117 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

露出させる。そして、設定キーを設定キースイッチ１０５へ挿入してＯＮ操作する。かか
る状態で電源スイッチ７１をＯＮ操作して電源を投入することにより、スロットマシン１
０の設定値を変更できるようになるとともに、設定表示部１０６にそのときの設定値（本
実施の形態では「１」）が表示される。
【００８６】
　電源スイッチ７１をＯＮ操作して電源を投入した後、第１蓋部材１３２を閉鎖位置から
右向きに回動させて開放位置に移動させ、リセットスイッチ１０４を露出させる。そして
、リセットスイッチ１０４を押し操作することにより、ホール管理者等の望む設定値に変
更する。このとき、設定表示部１０６には、リセットスイッチ１０４の操作に伴って変更
された設定値が表示される。ホール管理者等の望む設定値が設定表示部１０６に表示され
た場合には、スタートレバー４１を操作して設定値を確定させる。その後、設定キースイ
ッチ１０５をＯＦＦ操作した上で設定キースイッチ１０５から設定キーを抜き取り、前面
扉１２を閉鎖する。なお、本スロットマシン１０には主基板１０２に搭載された設定表示
部１０６を除いて設定値の表示される部位がないため、設定値の確認は上記設定表示部１
０６を通じて行う必要がある。また、第１蓋部材１３２及び第２蓋部材１４２には閉鎖位
置側に付勢するコイルバネ１３９，１４９が設けられているため、ホール管理者等が上記
作業を終了した際には、ホール管理者等が両蓋部材１３２，１４２を閉鎖位置に移動させ
ずとも両蓋部材１３２，１４２が閉鎖位置に移動し、リセットスイッチ１０４及び設定キ
ースイッチ１０５の前面側が被覆される。
【００８７】
　ちなみに、電源が投入されている状況下でホール管理者等が設定キーを設定キースイッ
チ１０５へ挿入してＯＮ操作した場合には、そのときの設定値が設定表示部１０６に表示
され、設定値を確認することができる。このとき、リセットスイッチ１０４を押し操作し
たとしても設定値を変更することはできない。
【００８８】
　ここで、上記設定変更作業が行われた場合に主制御装置１０１が実行する当選確率設定
処理について、図１０のフローチャートを用いて説明する。主制御装置１０１は、停電か
らの復旧や電源スイッチ７１のＯＮ操作によって電源が投入された場合、設定キーが設定
キースイッチ１０５に挿入されてＯＮ操作されているか否かを判定する。ＯＮ操作がなさ
れている場合には、強制的ＲＡＭクリア処理としてＲＡＭに記憶されたデータ（設定値に
関するデータも含む）を全てクリアし、その後に当選確率設定処理を行う。本スロットマ
シン１０には、「設定１」から「設定６」まで６段階の当選確率が予め用意されており、
当選確率設定処理では、いずれの当選確率に基づいて内部処理を実行させるのかを設定す
る。
【００８９】
　先ず、ステップＳ１０１では、次回のタイマ割込みを許可する。その後、ステップＳ１
０２にて現在の設定値を読み込むとともに、ステップＳ１０３では現在の設定値を設定表
示部１０６に表示する。但し、設定キーが挿入されてＯＮ操作された直後の処理では、先
の強制的ＲＡＭクリア処理によりＲＡＭのデータがクリアされているため、設定表示部１
０６に表示される設定値は初期値の「１」である。
【００９０】
　ステップＳ１０４ではスタートレバー４１が操作されたか否かを判定し、操作されてい
ない場合にはステップＳ１０５～ステップＳ１０６に示す設定更新処理を行う。ステップ
Ｓ１０５では、リセットスイッチ１０４が操作されたか否かを判定する。リセットスイッ
チ１０４が操作されていない場合にはそのままステップＳ１０３に戻り、操作された場合
にはステップＳ１０６にて設定値を１更新した後にステップＳ１０３に戻る。つまり、設
定更新処理では、リセットスイッチ１０４が操作される毎に設定値が１更新され、更新さ
れた設定値が設定表示部１０６に表示される。なお、設定値が「６」のときにリセットス
イッチ１０４が操作された場合、設定値は「１」に更新される。
【００９１】
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　ステップＳ１０４にてスタートレバー４１が操作された場合には、ステップＳ１０７に
て設定キーのＯＮ操作が継続してなされているか否かを判定する。設定キーのＯＮ操作が
継続してなされている場合にはそのまま待機し、ＯＮ操作が終了された場合（ＯＦＦ操作
された場合）にはステップＳ１０８にて次回のタイマ割込みを禁止する。その後、ステッ
プＳ１０９にて設定値を保存し、ステップＳ１１０にてＲＡＭに記憶された設定値以外の
データをクリアして本処理を終了する。
【００９２】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【００９３】
　リセットスイッチ収容部１３１の前面側に第１蓋部材１３２を設けてリセットスイッチ
１０４の前面側が被覆される構成とするとともに、設定キースイッチ収容部１４１の前面
側に第２蓋部材１４２を設けて設定キースイッチ１０５の前面側が被覆される構成とした
。かかる構成とすることにより、仮に設定値を不正に変更すべく筐体１１と前面扉１２の
隙間から針金等が挿入されたとしても、両蓋部材１３２，１４２によって前記針金等をリ
セットスイッチ１０４や設定キースイッチ１０５に到達させることを困難なものとするこ
とができる。
【００９４】
　確かに、リセットスイッチ１０４と設定キースイッチ１０５の前面側を１の蓋部材で覆
う構成とした場合であっても、針金等をリセットスイッチ１０４や設定キースイッチ１０
５に到達させることを困難なものとすることができる。しかしながら、かかる構成におい
ては、針金等によって当該蓋部材が開放位置側に引っ張られた場合、リセットスイッチ１
０４と設定キースイッチ１０５が共に露出して操作可能な状態となってしまう。一方、そ
れぞれを別の蓋部材で被覆する本実施形態においては、各蓋部材を開放位置側に引っ張る
必要が生じるため、１の蓋部材で被覆する構成と比してリセットスイッチ１０４と設定キ
ースイッチ１０５を共に露出させることを困難なものとすることができる。
【００９５】
　かかる一方、このように両蓋部材１３２，１４２によってリセットスイッチ１０４及び
設定キースイッチ１０５の前面側を覆う構成とした場合、ホール管理者等が設定変更を行
う際の作業が煩雑化する可能性が懸念されるが、主基板１０２の一側部にリセットスイッ
チ１０４と設定キースイッチ１０５を集約配置するとともに、第１蓋部材１３２と第２蓋
部材１４２を隣接して配置したため、前記作業の煩雑化を抑制することが可能となる。
【００９６】
　第１蓋部材１３２が閉鎖位置から開放位置に移動する向きと、第２蓋部材１４２が閉鎖
位置から開放位置に移動する向きとが逆向きとなるように第１蓋部材１３２と第２蓋部材
１４２を取り付けた。かかる構成とすることにより、筐体１１と前面扉１２の隙間から針
金等が挿入され、一方の蓋部材が開放位置側に移動するよう前記針金等により引っ張られ
たとしても、他方の蓋部材が開放位置に移動することを防止することができる。故に、仮
に前面扉１２を開放することなく又は少し開放させて筐体１１と前面扉１２の隙間から針
金等が挿入されたとしても、リセットスイッチ１０４と設定キースイッチ１０５を共に露
出させることを困難なものとすることができ、設定が不正に変更されることを好適に抑制
することが可能となる。また、針金等を用いて両蓋部材１３２，１４２を開放位置に移動
させるためには、筐体１１と前面扉１２の隙間から針金等を複数挿入させ、これら針金等
を異なる向きに引っ張る必要がある。故に、不正行為を目立たせることが可能となり、不
正行為を容易に発見することが可能となる。
【００９７】
　第１蓋部材１３２及び第２蓋部材１４２に閉鎖位置側に付勢するコイルバネ１３９，１
４９を設けた。かかる構成においては、蓋部材１３２，１４２を開放位置側に付勢しつつ
リセットスイッチ１０４及び設定キースイッチ１０５を操作する必要が生じるため、不正
行為者は、蓋部材１３２，１４２を開放位置でそれぞれ維持するための針金等と、リセッ
トスイッチ１０４及び設定キースイッチ１０５を操作するための針金等とを挿入させる必
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要が生じる。故に、前面扉１２を筐体１１から開放することなく又は僅かに開いて設定を
変更する不正を困難なものとすることが可能となる。また、筐体１１と前面扉１２の隙間
からより多くの針金等を挿入させる必要が生じるため、前記不正の発見を容易なものとす
ることが可能となる。さらに、ホール管理者等が設定値を変更した後には両蓋部材１３２
，１４２がコイルバネ１３９，１４９の付勢によって閉鎖位置に移動するため、ホール管
理者等が両蓋部材１３２，１４２を閉鎖位置に移動させることを忘れた結果として設定を
変更する不正が容易なものとなることを防止できる。
【００９８】
　第１蓋部材１３２が閉鎖位置にある場合、第１蓋部材１３２の本体部１３２ａ前面とリ
セットスイッチ収容部１３１の上側壁部及び下側壁部の先端面とが同一平面に位置し、第
２蓋部材１４２が閉鎖位置にある場合、第２蓋部材１４２の本体部１４２ａ前面と設定キ
ースイッチ１４１の上側壁部及び下側壁部の先端面とが同一平面に位置する構成とした。
このように、蓋部材１３２，１４２の前面が対応する収容部１３１，１４１の先端面と同
一平面に位置する構成とすることにより、例えば１の針金等をリセットスイッチ収容部１
３１の上方から第１蓋部材１３２とリセットスイッチ収容部１３１の隙間に挿入させると
ともに、当該針金等をさらに第２蓋部材１４２と設定キースイッチ収容部１４１の隙間に
挿入させ、両蓋部材１３２，１４２を開放位置側に移動させる不正を抑制することが可能
となる。また、両蓋部材１３２，１４２の後面に遮蔽リブ１３２ｄ，１４２ｄを設けたた
め、１の針金等を第１蓋部材１３２とリセットスイッチ収容部１３１の隙間及び第２蓋部
材１４２と設定キースイッチ収容部１４１の隙間に挿入させることをより困難なものとす
ることができる。
【００９９】
　リセットスイッチ１０４及び設定キースイッチ１０５を主基板１０２に直接搭載したた
め、主基板１０２とリセットスイッチ１０４を電気的に接続するケーブル等や主基板１０
２と設定キースイッチ１０５を電気的に接続するケーブル等が不要となる。この結果、リ
セットスイッチ１０４や設定キースイッチ１０５を操作するのではなく前記ケーブル等を
ショートさせて設定を変更する不正を防止することが可能となる。
【０１００】
　設定値を表示する設定表示部１０６を主基板１０２にのみ設けたため、前面扉１２を開
放しなければ設定値を確認することができない構成とすることができ、前面扉１２を筐体
１１から開放することなく設定を変更する不正を困難なものとすることが可能となる。ホ
ール管理者等は、前面扉１２を筐体１１から開放した上で設定変更操作を行うため、設定
表示部１０６に表示される設定値を確認しながらホール管理者等の望む設定値に変更する
ことができる一方、針金等を用いて設定を変更する不正行為者は、設定値を確認すること
ができないため、不正行為者の望む設定値に変更することができないからである。また、
設定表示部１０６を主基板１０２に直接搭載する構成としたため、設定表示部と主基板１
０２とを電気的に接続するケーブル等が不要となる。この結果、設定表示部と主基板１０
２との間に不正基板等を電気的に接続し、実際の設定値と異なる設定値を設定表示部に表
示させることでホール管理者等にスロットマシン１０の出率を誤認識させる不正を防止す
ることが可能となる。さらにいうと、上記各不正すなわち遊技者側の不正のみならず、例
えばホール管理者等が遊技者に対して行う不正すなわちホール側の不正をも抑制すること
が可能となる。例えば、前面扉１２の後面側に設定表示部を設ける構成としても、針金等
を用いて設定が変更される不正を困難なものとすることが可能である。しかしながら、例
えばホール管理者等が設定表示部と主基板１０２との間に不正基板等を設け、スロットマ
シン１０の実際の設定値と異なる設定値を設定表示部に表示可能な構成とした場合、遊技
者等は、設定表示部に表示される設定値を通じてスロットマシン１０の設定値を誤認識し
、遊技者等の想定する出率より低い出率での遊技を強いられる可能性がある。一方、主基
板１０２に設定表示部１０６を直接搭載した構成においては、基板ボックス１１０が封印
されているためにホール管理者等であっても上記不正を行うことができず、遊技者等が不
利益を被る不具合を回避することができる。
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【０１０１】
　設定表示部１０６を、リセットスイッチ１０４及び設定キースイッチ１０５の近傍に配
置したため、ホール管理者等は視線をそれほど移動させることなく設定変更操作を行うこ
とができる。故に、設定変更操作を容易なものとすることが可能となる。また、設定表示
部１０６，リセットスイッチ１０４及び設定キースイッチ１０５を主基板１０２の一側部
に集約配置したため、設定変更に関わる上記各部材を主基板１０２に直接搭載したとして
も、ＣＰＵ等の電子部品の配置に関する設計自由度が低下することを抑制することが可能
となる。さらにいうと、前面扉１２は筐体１１の左側部の開閉軸線を中心として回動可能
に支持されており、リセットスイッチ１０４，設定キースイッチ１０５及び設定表示部１
０６は、主基板１０２の右部すなわち前面扉１２の開放端側に設けられているため、ホー
ル管理者等が設定値の変更等を容易に行うことができる。
【０１０２】
　主制御装置１０１を筐体１１内部において上部奥側に配置したため、筐体１１の前端部
すなわち筐体１１と前面扉１２の隙間からリセットスイッチ１０４及び設定キースイッチ
１０５までの距離を長くすることが可能となり、針金等を用いてリセットスイッチ１０４
及び設定キースイッチ１０５を操作することを困難なものとすることが可能となる。
【０１０３】
　リセットスイッチ収容部１３１及び設定キースイッチ収容部１４１には、開口孔１３３
ａ，１４３ａの外周縁部に、底板部１３３，１４３から後方に突出する第２被覆壁部１３
４ｂ及び被覆壁部１４４を設けた。かかる構成とすることにより、ボックスカバー１１１
の不良率が上昇する等の不具合が発生することを抑制しつつ、開口孔１３３ａ，１４３ａ
から主基板１０２上に搭載されたＩＣチップ等に不正が行われることを抑制することが可
能となる。
【０１０４】
　確かに、ボックスカバー１１１に主基板１０２に通じる開口孔１３３ａ，１４３ａを設
ける構成において、開口孔１３３ａ，１４３ａの直径をリセットスイッチ１０４の操作部
１０４ｃ外径又は設定キースイッチ１０５のキーシリンダ部１０５ｂ外径と等しくすれば
、開口孔１３３ａと操作部１０４ｃの隙間及び開口孔１４３ａとキーシリンダ部１０５ｂ
の隙間をほぼ無くすことができ、上記不正行為を抑制することが可能となる。しかしなが
ら、かかる構成においては、成形ばらつきによって操作部１０４ｃ外径より開口孔１３３
ａの直径が小さくなったりキーシリンダ部１０５ｂ外径より開口孔１４３ａの直径が小さ
くなったりし、ボックスカバー１１１の不良率が増加する可能性が懸念される。また、リ
セットスイッチ１０４が押し操作された際に操作部１０４ｃと開口孔１３３ａが擦れて磨
耗したり破損したりする可能性も懸念される。一方、第２被覆壁部１３４ｂ及び被覆壁部
１４４を設けた構成においては、例えば開口孔１３３ａと操作部１０４ｃの隙間から針金
等を挿入されたとしても、第２被覆壁部１３４ｂによって針金等を主基板１０２中央側に
移動させることを規制でき、主基板１０２に対する不正を困難なものとすることができる
。また、設定キースイッチ１０５側の開口孔１４３ａにおいては、開口孔１４３ａとキー
シリンダ部１０５ｂの隙間から針金等を挿入されたとしても、第２被覆壁部１３４ｂによ
って針金等を主基板１０２中央側に移動させることを規制しつつ設定キースイッチ１０５
のベース部１０５ａによって主基板１０２側へのさらなる移動を規制することができ、主
基板１０２に対する不正を困難なものとすることができる。このように、第２被覆壁部１
３４ｂ及び被覆壁部１４４を設けることにより、主基板１０２に対する不正を困難なもの
としつつ、開口孔１３３ａ，１４３ａの寸法精度に余裕を持たせることが可能となり、ボ
ックスカバー１１１の不良率が上昇する等の不具合が発生することを抑制することが可能
となる。
【０１０５】
　これに加えて、リセットスイッチ収容部１３１には、開口孔１３３ａの外周縁部に、底
板部１３３から前方に突出する第１被覆壁部１３４ａを設けたため、主基板１０２に対す
る不正をより困難なものとすることが可能となる。被覆壁部１３４の先端面から主基板１
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０２までの距離を長くすることができるとともに、被覆壁部１３４の前後方向の長さが長
くなることに伴って針金等を主基板１０２中央側に傾けることを困難なものとすることが
できるからである。
【０１０６】
　第１被覆壁部１３４ａをその先端がリセットスイッチ１０４の操作部１０４ｃ先端より
若干後方位置となる前後寸法を有する構成としたため、操作部１０４ｃが胴部１０４ｂか
ら取り外されることを困難なものとすることができ、操作部１０４ｃを胴部１０４ｂから
取り外した上で胴部１０４ｂと第１被覆壁部１３４ａの隙間から針金等を挿入させる不正
を抑制することが可能となる。
【０１０７】
　第２被覆壁部１３４ｂを、リセットスイッチ１０４の操作部１０４ｃが押し操作された
場合に当該操作部１０４ｃの先端より第２被覆壁部１３４ｂの後端が後方位置となる前後
寸法を有する構成とした。かかる構成とすることにより、操作部１０４ｃの変位状況に関
わらず当該操作部１０４ｃの先端又は後端を被覆壁部１３４内に位置させることができる
。故に、第２被覆壁部１３４ｂの後端より後方まで操作部１０４ｃを押し込んで隙間を大
きく生じさせ、当該隙間から針金等を挿入させる不正を防止することができる。
【０１０８】
　本発明の構成は、上述の実施の形態（以下、第１の実施の形態という）に限定されるも
のではなく、種々の変更が可能である。例えば、図１１～図１４は、他の実施の形態（以
下、第２の実施の形態という）を説明する図である。
【０１０９】
　図１１は、第１蓋部材２３２及び第２蓋部材２４２が閉鎖位置にある場合を示す主制御
装置１０１の正面図、図１２は、第１蓋部材２３２が開放位置にある場合を示す要部拡大
図、図１３は、第１蓋部材２３２が規制解除位置にある場合を示す要部拡大図、図１４は
、第１蓋部材２３２及び第２蓋部材２４２が開放位置にある場合を示す要部拡大図である
。なお、第２の実施の形態において、第１の実施の形態と同様の構成要素には同一の符号
を付することでその詳細な説明を省略する。
【０１１０】
　リセットスイッチ収容部２３１には、第１蓋部材２３２が左右方向に回動可能に軸支さ
れており、設定キースイッチ収容部２４１には、第２蓋部材２４２が上下方向に回動可能
に軸支されている。
【０１１１】
　リセットスイッチ収容部２３１は、底板部１３３の周縁部から前方に直立形成された矩
形枠状の壁部２３５を有している。壁部２３５は、その先端がリセットスイッチ１０４の
操作部１０４ｃ先端より前方位置となる前後寸法を有している。壁部２３５のうち上側壁
部及び下側壁部には、リセットスイッチ１０４側すなわちリセットスイッチ収容部２３１
の内側に、複数の補強リブ２３６が形成されている。補強リブ２３６は、底板部１３３か
ら対応する壁部に沿って形成されており、前記壁部より若干短い前後寸法を有している。
より詳しくは、補強リブ２３６の前後寸法は、対応する壁部の前後寸法から第１蓋部材２
３２の厚さ寸法を減じたものとなっている。壁部２３５のうち左側壁部には、中央部に凹
部が形成されており、当該凹部を挟むようにして上下一対の軸受部２３７ａ，２３７ｂが
形成されている。壁部２３５のうち右側壁部は、周囲の壁部と比して前後寸法が短く形成
されている。具体的には、右側壁部の前後寸法は、周囲の壁部の前後寸法から第１蓋部材
２３２の厚さ寸法を減じたもの、すなわち補強リブ２３６の前後寸法と等しいものとなっ
ている。
【０１１２】
　リセットスイッチ収容部２３１の前面側には、第１蓋部材２３２が回動可能に取り付け
られている。第１蓋部材２３２は、透明な合成樹脂材料によって形成されており、横長矩
形の平板状に形成された本体部２３２ａと、本体部２３２ａの一側部に形成された上下一
対の支軸２３２ｂ，２３２ｃとを有している。そして、各軸受部２３７ａ，２３７ｂに各
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支軸２３２ｂ，２３２ｃが挿入された状態では、第１蓋部材２３２がリセットスイッチ収
容部２３１に対して両支軸２３２ｂ，２３２ｃを結ぶ上下方向へ延びる開閉軸線を中心と
して左右方向に回動可能に支持され、第１蓋部材２３２の回動によってリセットスイッチ
収容部２３１の前面開放側を開放したり閉鎖したりすることができるようになっている。
また、本体部２３２ａの左下部には、下方すなわち第２蓋部材２４２側に向かって延びる
縦長平板状の突出部２３２ｄが形成されており、リセットスイッチ収容部２３１の下側壁
部には、突出部２３２ｄと対応する位置に切欠部２３８が形成されている。突出部２３２
ｄは、その下端が上下方向における第２蓋部材２４２の中央部に位置する上下寸法を有す
るとともに、前後方向の寸法より左右方向の寸法の方が長くなっている。そして、各軸受
部２３７ａ，２３７ｂに各支軸２３２ｂ，２３２ｃが挿入された状態では、第１蓋部材２
３２の突出部２３２ｄが設定キースイッチ収容部２４１の前方に位置し、第１蓋部材２３
２が回動する場合には、前記突出部２３２ｄが設定キースイッチ収容部２４１の前方で変
位するようになっている。また、第１蓋部材２３２の上側の支軸２３２ｂと左側壁部の上
側の軸受部２３７ａとには、第１蓋部材２３２を閉鎖側に付勢するコイルバネ２３９が設
けられている。
【０１１３】
　設定キースイッチ収容部２４１は、底板部１４３の周縁部から前方に直立形成された矩
形枠状の壁部２４５を有している。壁部２４５は、リセットスイッチ収容部２３１の下側
壁部を上側壁部の一部として共通使用しており、共通使用している部位を除きリセットス
イッチ収容部２３１の切欠部２３８と同じ前後寸法を有している。壁部２４５のうち左側
壁部及び右側壁部には、設定キースイッチ１０５側すなわち設定キースイッチ収容部２４
１の内側に、複数の補強リブ２４６が形成されている。補強リブ２４６は、底板部１４３
から対応する壁部に沿って形成されており、前記壁部より若干短い前後寸法を有している
。より詳しくは、補強リブ２４６の前後寸法は、壁部２４５の前後寸法から第２蓋部材２
４２の厚さ寸法を減じたものとなっている。壁部２４５のうち下側壁部には、中央部に凹
部が形成されており、当該凹部を挟むようにして左右一対の軸受部２４７ａ，２４７ｂが
形成されている。
【０１１４】
　設定キースイッチ収容部２４１の前面側には、第２蓋部材２４２が回動可能に取り付け
られている。第２蓋部材２４２は、透明な合成樹脂材料によって形成されており、横長矩
形の平板状に形成された本体部２４２ａと、本体部２４２ａの一側部に形成された左右一
対の支軸２４２ｂ，２４２ｃとを有している。そして、各軸受部２４７ａ，２４７ｂに各
支軸２４２ｂ，２４２ｃが挿入された状態では、第２蓋部材２４２が設定キースイッチ収
容部２４１に対して両支軸２４２ｂ，２４２ｃを結ぶ左右方向へ延びる開閉軸線を中心と
して上下方向に回動可能に支持され、第２蓋部材２４２の回動によって設定キースイッチ
収容部２４１の前面開放側を開放したり閉鎖したりすることができるようになっている。
また、本体部２４２ａの上部には、前後に貫通するとともに上方に開口する開口部２４２
ｄが形成されている。開口部２４２ｄは、図１３に示すように、第１蓋部材２３２をリセ
ットスイッチ収容部２３１と直交する位置まで回動させた場合に第１蓋部材２３２の突出
部２３２ｄと前後に重なる位置に形成されている。開口部２４２ｄは、第１蓋部材２３２
の突出部２３２ｄを挿通可能な上下寸法を有するとともに、前記突出部２３２ｄの厚さ寸
法（前後寸法）より若干大きな左右寸法を有している。第２蓋部材２４２の左側の支軸２
４２ｂと下側壁部の左側の軸受部２４７ａとには、第２蓋部材２４２を閉鎖側に付勢する
コイルバネ２４９が設けられている。
【０１１５】
　次に、第１蓋部材２３２と第２蓋部材２４２の作用を説明する。
【０１１６】
　第１蓋部材２３２を閉鎖側（すなわち右向き）に回動させた場合、第１蓋部材２３２の
本体部２３２ａ後面がリセットスイッチ収容部２３１の補強リブ２３６先端面及び右側壁
部先端面と当接し、閉鎖側へのそれ以上の回動が規制される。第１蓋部材２３２が閉鎖側
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への移動を規制される閉鎖位置（図１１参照）にある場合には、第１蓋部材２３２によっ
てリセットスイッチ１０４の前面側が覆われるとともに、第１蓋部材２３２の本体部２３
２ａの前面と上側壁部，下側壁部及び左側壁部の先端面とが同一平面に位置するようにな
っている。また、第１蓋部材２３２と第２蓋部材２４２が共に閉鎖位置にある場合には、
図１１に示すように第１蓋部材２３２の突出部２３２ｄが第２蓋部材２４２の前方に位置
するようになっている。
【０１１７】
　第１蓋部材２３２を開放側（すなわち左向き）に回動させた場合、突出部２３２ｄ前面
が設定キースイッチ収容部２４１の壁部２４５先端面及び第２蓋部材２４２の本体部２４
２ａと当接し、開放側へのそれ以上の回動が規制される。第１蓋部材２３２が開放側への
移動を規制される開放位置（図１２参照）にある場合には、リセットスイッチ１０４が露
出し、当該リセットスイッチ１０４を操作することができる。また、第１蓋部材２３２が
開放位置にあって第２蓋部材２４２が閉鎖位置にある場合には、図１２に示すように第１
蓋部材２３２の突出部２３２ｄが第２蓋部材２４２の前方に位置するようになっている。
【０１１８】
　第２蓋部材２４２を閉鎖側（すなわち上向き）に回動させた場合、第２蓋部材２４２の
本体部２４２ａ後面が設定キースイッチ収容部２４１の補強リブ２４６先端面と当接し、
閉鎖側へのそれ以上の回動が規制される。第２蓋部材２４２が閉鎖側への移動を規制され
る閉鎖位置（図１１参照）にある場合には、第２蓋部材２４２によって設定キースイッチ
１０５の前面側が覆われるとともに、第２蓋部材２４２の本体部２４２ａの前面と壁部２
４５の先端面とが同一平面に位置するようになっている。
【０１１９】
　図１１に示すように第１蓋部材２３２が閉鎖位置にある場合には、第２蓋部材２４２の
本体部２４２ａ前方に第１蓋部材２３２の突出部２３２ｄが位置するため、第２蓋部材２
４２の開放側への移動が規制される。また、図１２に示すように第１蓋部材２３２が開放
位置にある場合についても、第２蓋部材２４２の本体部２４２ａ前方に第１蓋部材２３２
の突出部２３２ｄが位置するため、第２蓋部材２４２の開放側への移動が規制される。一
方、第１蓋部材２３２を閉鎖位置から開放側に９０度回動させた状態（図１３参照）では
、第１蓋部材２３２の突出部２３２ｄが第２蓋部材２４２の本体部２４２ａ前方になく、
前後に貫通する開口部２４２ｄ前方に位置することとなる。このため、かかる状態では、
突出部２３２ｄによる第２蓋部材２４２の規制が解除され、第２蓋部材２４２を開放側（
すなわち下向き）に回動させることができる。なお、第１蓋部材２３２が閉鎖位置から開
放側に９０度回動された規制解除位置以外の位置にある場合には、いずれの場合であって
も突出部２３２ｄが第２蓋部材２４２の本体部２４２ａ前方に位置し、第２蓋部材２４２
の開放側への移動が規制される。このように、本実施の形態では、第１蓋部材２３２が規
制解除位置にある場合に限り、第２蓋部材２４２を開放側へ移動させることが可能となる
。
【０１２０】
　第１蓋部材２３２が規制解除位置にある状況下で第２蓋部材２４２を開放側に回動させ
た場合、第２蓋部材２４２の本体部２４２ａのうち支軸２４２ｂ，２４２ｃの形成された
側面が設定キースイッチ収容部２４１の壁部２４５側面と当接し、開放側へのそれ以上の
回動が規制される。第２蓋部材２４２がそれ以上の開放側への移動を規制される開放位置
（図１４参照）にある場合には、設定キースイッチ１０５が露出し、当該設定キースイッ
チ１０５を操作することができる。
【０１２１】
　以上詳述した第２の実施の形態においては、第１蓋部材２３２を閉鎖位置から開放位置
に移動させる場合に左向きに第１蓋部材２３２を回動させる必要があり、第２蓋部材２４
２を閉鎖位置から開放位置に移動させる場合に下向きに第２蓋部材２４２を回動させる必
要がある。したがって、第１蓋部材２３２が開放側に移動する向きと第２蓋部材２４２が
開放側に移動する向きとが異なるため、上記第１の実施の形態と同様、設定が不正に変更
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されることを好適に抑制することが可能となるとともに、不正行為を容易に発見すること
が可能となる。
【０１２２】
　第１蓋部材２３２の本体部２３２ａの左下部に、第２蓋部材２４２側に向かって延びる
突出部２３２ｄを設け、第２蓋部材２４２が開放側に回動することを規制する構成とした
。かかる構成においては、第１蓋部材２３２を規制解除位置まで回動させない限り、第２
蓋部材２４２を開放側に回動させることができない。また、両蓋部材２３２，２４２を開
放側に回動させるためには、最初に第１蓋部材２３２を回動させてから第２蓋部材２４２
を回動させると言う特定の順序で各蓋部材２３２，２４２を回動させる必要があるとも言
える。このように、各蓋部材２３２，２４２を特定の順序で回動させることを条件として
リセットスイッチ１０４及び設定キースイッチ１０５が露出する構成とすることにより、
筐体１１から前面扉１２を開放することなく又は僅かに開放させ、筐体１１と前面扉１２
の隙間から針金等を用いて両蓋部材２３２，２４２を開放位置まで回動させる不正を困難
なものとすることができる。
【０１２３】
　第２蓋部材２４２には、第１蓋部材２３２が閉鎖位置と開放位置の間の規制解除位置に
位置する場合に限って開放側に回動可能となるように、開口部２４２ｄを形成した。かか
る構成とすることにより、設定値が不正に変更されることを好適に抑制することが可能と
なる。筐体１１と前面扉１２との隙間から針金等が挿入され、第１蓋部材２３２が開放側
に回動するよう前記針金等により引っ張られた場合、第１蓋部材２３２は規制解除位置を
通過し開放位置でそれ以上の開放側への回動が規制されることとなるが、第１蓋部材２３
２が開放位置にある場合、第２蓋部材２４２は開放側への回動が規制されたままであり、
第２蓋部材２４２を開放側に回動させることができない。したがって、筐体１１から前面
扉１２を開放することなく設定値を変更する不正行為者は、第１蓋部材２３２の回動状態
を視認できない状況下で第１蓋部材２３２を規制解除位置まで回動させ、さらに第２蓋部
材２４２を開放側に回動させるために第１蓋部材２３２を当該規制解除位置で位置決め保
持しなければならない。故に、リセットスイッチ１０４及び設定キースイッチ１０５を露
出させることを困難なものとすることができ、設定値が不正に変更されることを好適に抑
制することが可能となる。
【０１２４】
　突出部２３２ｄを、その下端が上下方向における第２蓋部材２４２の中央部に位置する
上下寸法を有するとともに、前後方向の寸法より左右方向の寸法の方が長い構成とした。
かかる構成とすることにより、開口部２４２ｄを有する第２蓋部材２４２の剛性が低下す
ることを抑制しつつ、第１蓋部材２３２が閉鎖位置にある状況下において突出部２３２ｄ
と第２蓋部材２４２の本体部２４２ａが前後方向に重なる面積を大きくすることで第２蓋
部材２４２の開放側への回動を確実に規制することが可能となる。
【０１２５】
　第２蓋部材２４２には、第１蓋部材２３２が閉鎖位置から９０度開放側に回動した際の
第１蓋部材２３２の突出部２３２ｄと対応する位置に、開口部２４２ｄを形成した。第１
蓋部材２３２の突出部２３２ｄは前後方向の寸法より左右方向の寸法の方が長いため、か
かる構成とすることにより、開口部２４２ｄの左右方向の寸法を最も短くすることができ
、第２蓋部材２４２の剛性が低下することを抑制することが可能となる。
【０１２６】
　リセットスイッチ１０４の前面側を覆う第１蓋部材２３２に、第２蓋部材２４２の開放
側への回動を規制する突出部２３２ｄを形成したため、ホール管理者等の作業が煩雑化す
ることを抑制することが可能となる。リセットスイッチ１０４は、設定値を変更する場合
の他に、スロットマシン１０をエラー状態から復帰させる場合にも操作されるスイッチで
ある。つまり、リセットスイッチ１０４は、ホールの営業時間内に操作される可能性があ
るとともに、設定キースイッチ１０５と比して操作される頻度が高い。そこで、リセット
スイッチ１０４の前面側を覆う第１蓋部材２３２に突出部２３２ｄを形成することにより
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、第２蓋部材２４２を開放側に回動させることなく第１蓋部材２３２を開放側に回動させ
ることが可能となり、ホール管理者等がスロットマシン１０をエラー状態から復帰させる
際の作業が煩雑化することを抑制することが可能となる。さらにいうと、設定値を変更す
る場合には、設定キースイッチ１０５をＯＮ操作した後にリセットスイッチ１０４を操作
する必要がある。このため、先に操作される設定キースイッチ１０５を覆う第２蓋部材２
４２の回動が後に操作されるリセットスイッチ１０４を覆う第１蓋部材２３２によって規
制される構成とすることにより、設定値を不正に変更する不正行為者の意欲を減退させる
ことが可能となり、設定値を不正に変更する不正行為自体の抑止効果を期待できる。
【０１２７】
　上記第２の実施の形態では、設定値を変更した後に第１蓋部材２３２を第２蓋部材２４
２より先に閉鎖位置へと移動させた場合、第１蓋部材２３２の突出部２３２ｄによって第
２蓋部材２４２を閉鎖位置に移動させることができない。より詳しくは、第１蓋部材２３
２を閉鎖位置に移動させた後に第２蓋部材２４２を閉鎖側に回動させた場合、第１蓋部材
２３２の突出部２３２ｄ前方に第２蓋部材２４２が重なった状態となり、第２蓋部材２４
２のそれ以上の閉鎖側への移動が規制される。このため、仮に設定値を不正に変更された
場合であっても、当該事実を容易に発見することが可能となる。
【０１２８】
　次に、第３の実施の形態について、図１５～図２０を用いて説明する。
【０１２９】
　図１５は、第１蓋部材３３２及び第２蓋部材３４２が閉鎖位置にある場合を示す主制御
装置１０１の正面図、図１６は、第１蓋部材３３２が開放位置にある場合を示す要部拡大
図、図１７は、第１蓋部材３３２を取り外した状態を示す要部斜視図、図１８は、第２溝
部３３４ｂ及び案内溝部３４２ｅの形状を示す要部断面斜視図、図１９及び図２０は、第
１蓋部材３３２及び第２蓋部材３４２の取付作業を説明するための図である。
【０１３０】
　リセットスイッチ収容部３３１の前面側には、第１蓋部材３３２が左右方向にスライド
移動可能に支持されており、設定キースイッチ収容部３４１の前面側には、第２蓋部材３
４２が左右方向に回動可能に軸支されている。
【０１３１】
　リセットスイッチ収容部３３１の左上部には、リセットスイッチ収容部３３１を構成す
る上側壁部３３１ａから左方に連続して延びる延長壁部３３３が形成されている。上側壁
部３３１ａ及び延長壁部３３３には、リセットスイッチ収容部３３１側の側面（すなわち
下面）に、左右方向に延びる溝部３３４が形成されている。溝部３３４は、図１７及び図
１８に示すように、上側壁部３３１ａと右側壁部３３１ｂの境界部から上側壁部３３１ａ
の中央左部まで延びる断面略コ字状の第１溝部３３４ａと、該第１溝部３３４ａから延長
壁部３３３の左端部まで延びるとともに全体として断面略Ｌ字状を有する第２溝部３３４
ｂとより構成されている。第２溝部３３４ｂには、上側壁部３３１ａの左端から延長壁部
３３３側に向けて所定幅の切欠部３３４ｃが形成されている。溝部３３４は、右端を右側
壁部３３１ｂによって閉塞されるとともに左端を延長壁部３３３によって閉塞され、下方
にのみ開口した形状となっている。
【０１３２】
　リセットスイッチ収容部３３１の前面側には、第１蓋部材３３２がスライド移動可能に
取り付けられている。第１蓋部材３３２は、透明な合成樹脂材料によって形成されており
、横長矩形の平板状に形成された本体部３３２ａを有し、本体部３３２ａの上部左端には
、本体部３３２ａから後方に延びる返し板部３３２ｂが形成されている。返し板部３３２
ｂは、その前後方向の寸法が第２溝部３３４ｂの前後方向の寸法より若干短くなるように
形成されるとともに、その左右方向の寸法が第２溝部３３４ｂの切欠部３３４ｃの左右方
向の寸法より若干短くなるように形成されている。本体部３３２ａの右下部には、下方す
なわち第２蓋部材３４２側に向かって延びる縦長平板状の突出部３３２ｃが形成されてい
る。また、第２蓋部材３４２の前面には、左右方向に延びる案内溝部３４２ｅが形成され
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ており、返し板部３３２ｂが第２溝部３３４ｂに挿入されるとともに突出部３３２ｃが案
内溝部３４２ｅに挿入された状態では、第１蓋部材３３２がリセットスイッチ収容部３３
１に対して左右方向にスライド移動可能に支持され、第１蓋部材３３２のスライド移動に
よってリセットスイッチ収容部３３１の前面開放側を開放したり閉鎖したりすることがで
きるようになっている。
【０１３３】
　設定キースイッチ収容部３４１は、右側壁部に軸受部３４７ａ，３４７ｂが形成されて
いることと、左右方向の寸法が異なることとを除き、上記第１の実施の形態と同様の構成
を有している。
【０１３４】
　設定キースイッチ収容部３４１の前面側には、第２蓋部材３４２が回動可能に取り付け
られている。第２蓋部材３４２は、透明な合成樹脂材料によって形成されており、横長矩
形の平板状に形成された本体部３４２ａと、本体部３４２ａの一側部に形成された左右一
対の支軸３４２ｂ，３４２ｃとを有している。そして、各軸受部３４７ａ，３４７ｂに各
支軸３４２ｂ，３４２ｃが挿入された状態では、第２蓋部材３４２が設定キースイッチ収
容部３４１に対して両支軸３４２ｂ，３４２ｃを結ぶ上下方向へ延びる開閉軸線を中心と
して左右方向に回動可能に支持され、第２蓋部材３４２の回動によって設定キースイッチ
収容部３４１の前面開放側を開放したり閉鎖したりすることができるようになっている。
また、本体部３４２ａの上部には、前後に貫通するとともに上方に開口する開口部３４２
ｄが形成されている。開口部３４２ｄは、図１５に示すように、第１蓋部材３３２の突出
部３３２ｃを前後に挿通させることが可能な形状を有している。加えて、本体部３４２ａ
の前面には、開口部３４２ｄを跨ぐようにして左右方向に延びる断面略Ｌ字状の案内溝部
３４２ｅが形成されている。案内溝部３４２ｅの左右両端部には閉塞壁部３４２ｆが形成
されており、案内溝部３４２ｅは、開口部３４２ｄと対応する位置を除いて上方にのみ開
放された形状となっている。
【０１３５】
　ここで、第１蓋部材３３２と第２蓋部材３４２の取り付け作業について説明する。
【０１３６】
　第２蓋部材３４２を設定キースイッチ収容部３４１に取り付ける場合には、設定キース
イッチ収容部３４１の各軸受部３４７ａ，３４７ｂに第２蓋部材３４２の各支軸３４２ｂ
，３４２ｃを挿入する。これにより、第２蓋部材３４２が設定キースイッチ収容部３４１
に対して左右方向に回動可能に支持される。
【０１３７】
　第１蓋部材３４１をリセットスイッチ収容部３４１に取り付ける場合には、図１９（ａ
）に示すように、先ず第２蓋部材３４２を設定キースイッチ収容部３４１から開放し、か
かる状態で延長壁部３３３に形成された第２溝部３３４ｂの切欠部３３４ｃに第１蓋部材
３３２の返し板部３３２ｂを挿入する。その後、図１９（ｂ）に示すように、第１蓋部材
３３２を左方に移動させ、第２溝部３３４ｂに返し板部３３２ｂを係止させる。そして、
図２０（ａ）に示すように、第１蓋部材３３２の突出部３３２ｃが第２蓋部材３４２の開
口部３４２ｄを挿通するように第１蓋部材３３２を位置決めした上で、第２蓋部材３４２
を閉鎖側（すなわち左向き）に回動させて設定キースイッチ収容部３４１を閉鎖する。こ
れにより、返し板部３３２ｂが第２溝部３３４ｂに挿入されるとともに突出部３３２ｃ先
端が案内溝部３４２ｅに挿入された状態となり、図２０（ｂ）に示すように、第１蓋部材
３３２がリセットスイッチ収容部３３１に対して左右方向にスライド移動可能に支持され
る。
【０１３８】
　次に、第１蓋部材３３２及び第２蓋部材３４２の作用を説明する。
【０１３９】
　第１蓋部材３３２を閉鎖側（すなわち右向き）にスライド移動させた場合、第１蓋部材
３３２の本体部２３２ａ右側面がリセットスイッチ収容部３３１の右側壁部３３１ｂと当
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接し、閉鎖側へのそれ以上のスライド移動が規制される。第１蓋部材３３２が閉鎖側への
移動を規制される閉鎖位置（図１５参照）にある場合には、第１蓋部材３３２によってリ
セットスイッチ１０４の前面側が覆われるようになっている。このとき、第１蓋部材３３
２は、返し板部３３２ｂが第２溝部３３４ｂと係止することによって下側への移動が規制
されるようになっている。また、第１蓋部材３３２と第２蓋部材３４２が共に閉鎖位置に
ある場合には、図１５に示すように、第１蓋部材３３２の突出部３３２ｃが、第２蓋部材
３４２の本体部３４２ａ前方であって第２蓋部材３４２の開口部３４２ｄから右方にずれ
た位置に位置するようになっている。
【０１４０】
　第１蓋部材３３２と第２蓋部材３４２が共に閉鎖位置にある状態から第１蓋部材２３２
を開放側（すなわち左向き）にスライド移動させた場合、図１６に示すように、第１蓋部
材３３２の返し板部３３２ｂ左側面が第２溝部３３４ｂ左端面と当接し、開放側へのそれ
以上の移動が規制される。第１蓋部材３３２が開放側への移動を規制される開放位置にあ
る場合には、リセットスイッチ１０４が露出し、当該リセットスイッチ１０４を操作する
ことができる。また、第１蓋部材３３２が開放位置にあって第２蓋部材３４２が閉鎖位置
にある場合には、第１蓋部材３３２の突出部２３２ｃが、第２蓋部材２４２の前方であっ
て第２蓋部材３４２の開口部３４２ｄから左方にずれた位置に位置するようになっている
。
【０１４１】
　第２蓋部材３４２を閉鎖側（すなわち左向き）に回動させた場合、第２蓋部材３４２の
本体部３４２ａ後面が設定キースイッチ収容部３４１の補強リブ１４６先端面と当接し、
閉鎖側へのそれ以上の回動が規制される。第２蓋部材３４２が閉鎖側への移動を規制され
る閉鎖位置（図１５参照）にある場合には、第２蓋部材３４２によって設定キースイッチ
１０５の前面側が覆われるとともに、第２蓋部材３４２の本体部３４２ａの前面と壁部３
４５の先端面とが同一平面に位置するようになっている。
【０１４２】
　図１５に示すように第１蓋部材３３２が閉鎖位置にある場合には、第２蓋部材３４２の
本体部３４２ａ前方に第１蓋部材３３２の突出部３３２ｃが位置するため、第２蓋部材３
４２の開放側への移動が規制される。また、図１６に示すように第１蓋部材３３２が開放
位置にある場合についても、第２蓋部材３４２の本体部３４２ａ前方に第１蓋部材３３２
の突出部３３２ｃが位置するため、第２蓋部材３４２の開放側への移動が規制される。一
方、第１蓋部材３３２を、当該第１蓋部材３３２の突出部３３２ｃと第２蓋部材３４２の
開口部３４２ｄとが前後に重なる位置まで移動させた場合（図２０（ａ）参照）には、第
１蓋部材３３２の突出部３３２ｃが第２蓋部材３４２の本体部３４２ａ前方にないため、
突出部３３２ｃによる第２蓋部材３４２の規制が解除され、第２蓋部材３４２を開放側（
すなわち右向き）に回動させることができる。なお、第１蓋部材３３２の突出部３３２ｃ
と第２蓋部材３４２の開口部３４２ｄとが前後に重なる規制解除位置以外の位置に第１蓋
部材３３２が位置する場合には、いずれの場合であっても突出部３３２ｃが第２蓋部材３
４２の本体部３４２ａ前方に位置し、第２蓋部材３４２の開放側への移動が規制される。
このように、本実施の形態においても、上記第２の実施の形態と同様、第１蓋部材３３２
が規制解除位置にある場合に限り、第２蓋部材３４２を開放側へ移動させることが可能と
なる。
【０１４３】
　第１蓋部材３３２が規制解除位置にある状況下で第２蓋部材３４２を開放側に回動させ
た場合、第２蓋部材３４２の本体部３４２ａのうち支軸３４２ｂ，３４２ｃの形成された
側面が設定キースイッチ収容部３４１の壁部３４５側面と当接し、開放側へのそれ以上の
回動が規制される。第２蓋部材３４２がそれ以上の開放側への移動を規制される開放位置
（図１９（ｂ）参照）にある場合には、設定キースイッチ１０５が露出し、当該設定キー
スイッチ１０５を操作することができる。なお、例えば第２蓋部材３４２が開放位置にあ
る場合と言うような第１蓋部材３３２の突出部３３２ｃ下方に第２蓋部材３４２の案内溝
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部３４２ｅが位置していない状況においては、第１蓋部材３３２が落下する可能性が生じ
るが、図１９（ａ）に示すような第１蓋部材３３２の返し板部３３２ｂと第２溝部３３４
ｂの切欠部３３４ｃとが上下方向において一致する位置以外の位置に第１蓋部材３３２を
移動させることにより、返し板部３３２ｂを第２溝部３３４ｂと係止させることができ、
第１蓋部材３３２が落下することを防止できる。
【０１４４】
　以上詳述した第３の実施の形態においては、第１蓋部材３３２を閉鎖位置から開放位置
に移動させる場合に左向きに第１蓋部材３３２をスライド移動させる必要があり、第２蓋
部材３４２を閉鎖位置から開放位置に移動させる場合に右向きに第２蓋部材３４２を回動
させる必要がある。つまり、第１蓋部材３３２が開放側に移動する向きと第２蓋部材３４
２が開放側に移動する向きとが異なっている。また、第１蓋部材３３２が閉鎖位置と開放
位置の間の規制解除位置にある場合に限って第２蓋部材３４２が開放側に回動可能となる
ため、上記第２の実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。
【０１４５】
　さらに、本実施の形態においては、第１蓋部材３３２をスライド移動可能に支持する案
内溝部３４２ｅを第２蓋部材３４２に設けたため、第２蓋部材３４２が開放位置にある場
合等においては、第１蓋部材３３２が第２溝部３３４ｂのみによってスライド移動可能に
支持されている状況が生じる。かかる状況下で第１蓋部材３３２の返し板部３３２ｂと第
２溝部３３４ｂの切欠部３３４ｃとが上下方向において一致する位置に第１蓋部材３３２
を移動させた場合、第１蓋部材３３２に対して上向きの外力を加えていない限りは当該第
１蓋部材３３２が落下することとなる。ここで、前面扉１２を開放することなく筐体１１
と前面扉１２の隙間から針金等を用いて第１蓋部材３３２を不正に移動させた場合には、
第１蓋部材３３２が開放位置又は閉鎖位置にある場合を除いて第１蓋部材３３２の位置を
把握することが困難であるため、第１蓋部材３３２を落下させてしまう機会を生じさせる
ことができる。つまり、本実施の形態においては、仮に設定が不正に変更された場合に第
１蓋部材３３２の落下という痕跡を残させることが可能となる。故に、不正行為を容易に
発見することが可能となる。
【０１４６】
　なお、上述した各実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよ
い。
【０１４７】
　（１）上記各実施の形態では、リセットスイッチ１０４と設定キースイッチ１０５を主
制御装置１０１に直接搭載する構成としたが、電源ボックス７０に設ける構成としても良
いし、前面扉１２の後面側に設ける構成としても良い。これら構成とした場合であっても
、リセットスイッチ１０４と設定キースイッチ１０５を上述した第１蓋部材と第２蓋部材
によって覆う構成とすれば、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。
【０１４８】
　（２）上記各実施の形態では、リセットスイッチ１０４と設定キースイッチ１０５を上
下に並ぶように配置したが、左右方向に並ぶように配置しても良いことは言うまでもない
。
【０１４９】
　（３）上記第１の実施の形態では、第１蓋部材１３２と第２蓋部材１４２が互いに独立
して回動可能な構成としたが、他の実施の形態と同様、一方の蓋部材に他方の蓋部材が開
放側に回動することを規制する規制部を設ける構成としても良い。または、両蓋部材１３
２，１４２に互いの開放側への回動を規制する規制部を設ける構成としても良い。例えば
、第１蓋部材と第２蓋部材の前面に係合フック及び被係合部をそれぞれ設ける。かかる構
成とした場合には、各係合フックと各被係合部の係合を解除した後でなければいずれの蓋
部材も開放側に回動させることができないため、設定が不正に変更されることを好適に抑
制することが可能となる。但し、かかる構成とした場合には、部品点数の増加に伴うコス
トアップ等が懸念されることとなる。
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【０１５０】
　（４）上記第１の実施の形態では、第１蓋部材１３２が閉鎖位置にある場合、第１蓋部
材１３２の本体部１３２ａ前面とリセットスイッチ収容部１３１の上側壁部及び下側壁部
の先端面とが同一平面に位置し、第２蓋部材１４２が閉鎖位置にある場合、第２蓋部材１
４２の本体部１４２ａ前面と設定キースイッチ１４１の上側壁部及び下側壁部の先端面と
が同一平面に位置する構成としたが、かかる構成を変更する。すなわち、第１蓋部材１３
２が閉鎖位置にある場合、第１蓋部材１３２の本体部１３２ａ前面がリセットスイッチ収
容部１３１の上側壁部及び下側壁部の先端面より後方に位置し、第２蓋部材１４２が閉鎖
位置にある場合、第２蓋部材１４２の本体部１４２ａ前面が設定キースイッチ１４１の上
側壁部及び下側壁部の先端面より後方に位置する構成とする。このように、蓋部材１３２
，１４２の前面が対応する収容部１３１，１４１の先端面より後方に位置する構成とした
場合であっても、上記第１の実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。但し、
かかる構成とした場合には、蓋部材と対応する収容部との段差を利用して針金等を挿入さ
れる可能性が懸念される。他の実施の形態についても同様である。
【０１５１】
　（５）上記第２及び第３の実施の形態では、第１蓋部材２３２，３３２が第２蓋部材２
４２，３４２の開放側への移動を規制する構成としたが、第２蓋部材が第１蓋部材の開放
側への移動を規制する構成としても良い。但し、かかる構成とした場合には、スロットマ
シン１０をエラー状態から復帰させる場合に、第２蓋部材を規制解除位置に移動させた上
で第１蓋部材を開放側に移動させなければならないため、エラー状態から復帰させる際の
作業が煩雑化する可能性が懸念される。
【０１５２】
　（６）上記第３の実施の形態において、第１蓋部材３３２及び第２蓋部材３４２に、閉
鎖側に付勢するコイルバネを設ける構成としても良いことは言うまでもない。また、上記
第１及び第２の実施の形態において、第１蓋部材１３２，２３２及び第２蓋部材１４２，
２４２にコイルバネ１３９，１４９，２３９，２４９を設けるのではなく、一方の蓋部材
にのみコイルバネを設ける構成としても良い。
【０１５３】
　（７）上記各実施の形態では、第１蓋部材と第２蓋部材が共に回動可能に軸支されてい
る構成と、第１蓋部材がスライド移動可能に支持されるとともに第２蓋部材が回動可能に
軸支されている構成と、を説明したが、第１蓋部材が回動可能に支持されるとともに第２
蓋部材がスライド移動可能に支持される構成や、第１蓋部材と第２蓋部材が共にスライド
移動可能に支持される構成とすることも可能である。以下では、一例として第１蓋部材と
第２蓋部材が共にスライド移動可能に支持される構成を説明する。
【０１５４】
　図２１は、第１蓋部材４３２及び第２蓋部材４４２が閉鎖位置にある場合を示す主制御
装置１０１の正面図、図２２は、第１蓋部材４３２が開放位置にある場合を示す要部拡大
図、図２３は、第１蓋部材４３２が規制解除位置にある場合を示す要部拡大図、図２４は
、第２蓋部材４４２が開放位置にある場合を示す要部拡大図である。
【０１５５】
　リセットスイッチ収容部４３１の前面側には、第１蓋部材４３２が左右方向にスライド
移動可能に支持されており、設定キースイッチ収容部４４１の前面側には、第２蓋部材４
４２が上下方向にスライド移動可能に支持されている。
【０１５６】
　リセットスイッチ収容部４３１の上側壁部４３１ａ及び下側壁部４３１ｂには、第１蓋
部材４３２をスライド移動可能に支持するための案内溝部４３３ａ，４３３ｂが形成され
ている。案内溝部４３３ａ，４３３ｂは、対応する壁部４３１ａ，４３１ｂの右端から左
端まで延び、左端側が開放された形状となっている。リセットスイッチ収容部４３１の左
方には、上側壁部４３１ａ又は下側壁部４３１ｂと連なるようにして左右に延びる延長壁
部４３４が形成されている。延長壁部４３４の先端には、互いに向かい合う側の端部に切
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欠部４３５が形成されている。切欠部４３５は、その先端面が案内溝部４４３ａ，４４３
ｂの後端面と同一平面となるように形成されている。また、延長壁部４３４の左方には、
第１蓋部材４３２の左方への移動を規制するストッパ４５０が取り付けられている。設定
キースイッチ収容部４４１の左側壁部４４１ａ及び右側壁部４４１ｂには、第２蓋部材４
４２をスライド移動可能に支持するための案内溝部４４３ａ，４４３ｂが形成されている
。案内溝部４４３ａ，４４３ｂは、対応する壁部４４１ａ，４４１ｂの下端から上端まで
延び、上端側が開放された形状となっている。
【０１５７】
　第１蓋部材４３２は、全体として横長矩形に形成された本体部４３２ａを有し、その中
央部には、下方に向かって開口する開口部４３２ｂが形成されている。第１蓋部材４３２
の開口部４３２ｂを形成する左右両壁部には、第２蓋部材４４２をスライド移動可能に支
持するための案内溝部４３２ｃが形成されている。第２蓋部材４４２は、矩形状の本体部
４４２ａを有し、その左上部には、左方に向かって突出する突出片４４２ｂが形成されて
いる。
【０１５８】
　第１蓋部材４３２と第２蓋部材４４２を対応する収容部４３１，４４１に取り付ける場
合には、先ず第２蓋部材４４２を設定キースイッチ収容部４４１の上方から案内溝部４４
３ａ，４４３ｂに挿入し、当該第２蓋部材４４２を下方にスライド移動させる。その後、
第１蓋部材４３２をリセットスイッチ収容部４３１の左方から延長壁部４３４の切欠部４
３５に沿わせつつ案内溝部４３３ａ，４３３ｂに挿入し、当該第１蓋部材４３２を右方に
スライド移動させる。その後、ボックスカバー１１１の収容部１１３に、ストッパ４５０
を取り付け固定する。
【０１５９】
　かかる構成とした場合であっても、第１蓋部材４３２が閉鎖位置にある場合には、図２
１に示すように第１蓋部材４３２の開口部４３２ｂ及び案内溝部４３２ｃと第２蓋部材４
４２とが上下方向においてずれた位置となるため、第２蓋部材４４２の上方への移動すな
わち開放側への移動が規制される。また、第１蓋部材４３２が開放位置にある場合につい
ても、図２２に示すように第１蓋部材４３２の開口部４３２ｂと第２蓋部材４４２とが上
下方向においてずれた位置となるため、第２蓋部材４４２の上方への移動すなわち開放側
への移動が規制される。一方、第１蓋部材４３２が規制解除位置にある場合には、図２３
に示すように第１蓋部材４３２の開口部４３２ｂ及び案内溝部４３２ｃと第２蓋部材４４
２が上下方向において一致するため、第２蓋部材４３２ｂの上方への移動の規制が解除さ
れ、図２４に示すように設定キースイッチ１０５を露出させることが可能となる。
【０１６０】
　（８）上記各実施の形態では、リセットスイッチ１０４と設定キースイッチ１０５を主
制御装置１０１に直接搭載し、筐体１１から前面扉１２を開放した際に前方から両スイッ
チ１０４，１０５が視認可能となる構成としたが、かかる構成を変更する。すなわち、電
源ボックスの後面側にリセットスイッチ及び設定キースイッチを設け、これらスイッチを
上述した第１蓋部材と第２蓋部材によって覆う構成とする。かかる構成においては、筐体
と前面扉の隙間から針金等が挿入された場合に、両蓋部材に加えて電源ボックスによって
も両スイッチへの針金等の到達を阻止することができる。故に、設定が不正に変更される
ことを好適に抑制することが可能となる。
【０１６１】
　（９）上記各実施の形態では、設定値を表示する機能を設定表示部１０６のみが有する
構成としたが、設定表示部１０６に加えて、例えばクレジット表示部６０に設定値を表示
する機能を付与する構成としても良い。かかる構成とした場合であっても、主基板１０２
に直接搭載された設定表示部１０６に表示される設定値を確認することで正規の設定値を
把握することができるため、ホール管理者等が遊技者等に対して行う不正を抑制すること
が可能となる。但し、設定値を不正に変更する不正行為者がクレジット表示部６０に表示
される設定値を確認しながら不正行為者の望む設定値に変更する可能性が懸念される。こ
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のため、主基板に加えて他の部材にも設定表示部を設ける構成とする場合には、筐体内部
又は前面扉の後面に設定表示部を設けることが望ましい。
【０１６２】
　（１０）上記各実施の形態では、設定表示部１０６を主基板１０２の前面右側部に設け
る構成としたが、前面左側部に設ける構成としても良いし、前面中央部に設ける構成とし
ても良く、配置する位置は任意である。
【０１６３】
　（１１）上記各実施の形態では、設定キースイッチ１０５をＯＮ操作している状態で電
源を投入した場合、強制的ＲＡＭクリア処理を行って設定値を「１」とする構成としたが
、強制的ＲＡＭクリア処理を行わない構成としても良いし、強制的ＲＡＭクリア処理にて
設定値以外のデータをクリアする構成としても良い。
【０１６４】
　（１２）上記各実施の形態では、リセットスイッチ１０４が操作される毎に設定値が１
ずつ更新される構成としたが、かかる構成に限定されるものではなく、設定値がランダム
に更新される構成としても良いし、所定時間経過毎に設定値が自動更新され、ホール管理
者等の望む設定値が表示された際にリセットスイッチ１０４を操作することで設定値が確
定される構成としても良い。
【０１６５】
　（１３）上記各実施の形態では、スロットマシン１０について具体化した例を示したが
、複数の当選確率を有するとともに設定変更操作を行うことで当選確率を変更することが
可能なパチンコ機に適用しても良いし、スロットマシンとパチンコ機とを融合した形式の
遊技機に適用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１６６】
【図１】一実施の形態におけるスロットマシンの正面図。
【図２】前面扉を閉じた状態を示すスロットマシンの斜視図。
【図３】前面扉を開いた状態を示すスロットマシンの斜視図。
【図４】前面扉の背面図。
【図５】筐体の正面図。
【図６】主制御装置の正面図。
【図７】主制御装置の斜視図。
【図８】第１蓋部材及び第２蓋部材を開放した状態を示す要部拡大図。
【図９】主制御装置のＡ－Ａ線断面図。
【図１０】当選確率設定処理を示すフローチャート。
【図１１】第２の実施の形態における第１蓋部材及び第２蓋部材が閉鎖位置にある場合を
示す主制御装置の正面図。
【図１２】第１蓋部材が開放位置にある場合を示す要部拡大図。
【図１３】第１蓋部材が規制解除位置にある場合を示す要部拡大図。
【図１４】第１蓋部材及び第２蓋部材が開放位置にある場合を示す要部拡大図。
【図１５】第３の実施の形態における第１蓋部材及び第２蓋部材が閉鎖位置にある場合を
示す主制御装置の正面図。
【図１６】第１蓋部材が開放位置にある場合を示す要部拡大図。
【図１７】第１蓋部材を取り外した状態を示す要部斜視図。
【図１８】第２溝部及び案内溝部の形状を示す要部断面斜視図。
【図１９】第１蓋部材及び第２蓋部材の取付作業を説明するための図。
【図２０】第１蓋部材及び第２蓋部材の取付作業を説明するための図。
【図２１】他の実施の形態における第１蓋部材及び第２蓋部材が閉鎖位置にある場合を示
す主制御装置の正面図。
【図２２】第１蓋部材が開放位置にある場合を示す要部拡大図。
【図２３】第１蓋部材が規制解除位置にある場合を示す要部拡大図。
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【図２４】第２蓋部材が開放位置にある場合を示す要部拡大図。
【符号の説明】
【０１６７】
　１０…遊技機としてのスロットマシン、１１…筐体、３２…循環表示手段を構成すると
共に周回体としてのリール、４１…開始操作手段又は始動操作手段としてのスタートレバ
ー、４２～４４…停止操作手段としてのストップスイッチ、５６～５８…クレジット投入
スイッチ、６５…補助演出部又は補助演出手段を構成する補助表示部、１００…主制御装
置ユニット、１０１…制御装置としての主制御装置、１０２…制御基板としての主基板、
１０４…第１操作部としてのリセットスイッチ、１０５…第２操作部としての設定キース
イッチ、１０６…設定値表示部としての設定表示部、１１０…基板ボックス、１１１…ボ
ックスカバー、１１２…ボックスケース、１２０…痕跡部材としての第１封印部材、１３
１…リセットスイッチ収容部、１３２…第１移動部材としての第１蓋部材、１３４…被覆
壁部、１３９…付勢手段としてのコイルバネ、１４１…設定キースイッチ収容部、１４２
…第２移動部材としての第２蓋部材、１４４…被覆壁部、１４９…付勢手段としてのコイ
ルバネ、１５１…台座装置、２３１…リセットスイッチ収容部、２３２…第１移動部材と
しての第１蓋部材、２３２ｄ…規制部としての突出部、２３９…付勢手段としてのコイル
バネ、２４１…設定キースイッチ収容部、２４２…第２移動部材としての第２蓋部材、２
４２ｄ…規制解除手段としての開口部、２４９…付勢手段としてのコイルバネ、３３１…
リセットスイッチ収容部、３３２…第１移動部材としての第１蓋部材、３３２ｃ…規制部
としての突出部、３４１…設定キースイッチ収容部、３４２…第２移動部材としての第２
蓋部材、３４２ｄ…規制解除手段としての開口部、３４２ｆ…移動規制手段としての閉塞
壁部、４３１…リセットスイッチ収容部、４３２…第１移動部材としての第１蓋部材、４
３２ｂ…規制解除手段としての開口部、４４１…設定キースイッチ収容部、４４２…第２
移動部材としての第２蓋部材、４５０…ストッパ。
 
【図１】 【図２】
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